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結寳

序言

イギリス産業革命は綿工業のなかから自生する。周知のことである。しか

し，1760年ごろとされるその開始と同時に，綿工業が旧来の国民的産業たる

毛織物工業からその地位を奪ったわけではなかった｡その1760年の輸出額(公

称価額）でみると，綿製品（綿糸・綿布）はわずか17万ポンド弱という程度であ

ったのにたいし,毛織物(枕･紡毛織物)は545万ﾎﾟﾝﾄﾞ強なのであるＦ１しか
し，その後の綿工業の発展はじつに急激である。すなわち，Ｐ・デイーンーｗ

Ａ,コールの推計によれば，1760年に60万ポンドであったその生産高は，1772

-74年の間90万ポンド（年平均）にふえ，そして1781-83年には400万ポンド

（同)，1787-99年には1,000万ポンド（同）と，とくに1780年代に入ってから

飛躍的な増加を記録しているのであ製そして,その間輸出額においても箸
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しし､伸長を遂げ，1802年，ついに毛織物のそれを凌翻するにいたる。その後，

1810年ともなると，毛織物の輸出額約580万ポンド（公称価額）にたいし，綿

製品のそれは約,,9,,万ポンド(同)に達す31すなわち,イギリス綿工業は
18世紀末3,40年間の目党しい発展ののち，１９世紀初期に毛織物工業に代って

国民的な基幹産業の地位につくのであ製綿工業を基軸とするイギリス経済

の再生産=循環が軌道に乗り出し,産業資本も確立してく叔1830年ごろが

画期とされる。産業革命の終期にほかならない。

本稿では，そのような産業革命期イギリスの綿工業にたいし，信用論的に

接近する。対象化されるのは，いうまでもなく，そこにおける流通過程（原

材料の仕入および製品の販売の過程）である。そこではどのような支払制度が利

用されていたか，それを探り出すのがすなわち以下の目的である。

ところで，一般に綿エ業の流通過程といっても，それが社会的分業的に紡

績業と織布業に区分されるかぎり，以下では，それらそれぞれについて，原

材料の仕入・製品の販売（卸売）の過程を取り上げなければならない。しか

し，紡績業は綿糸，織布業は綿布をそれぞれ生産し，社会的な再生産の工程

としては，いうまでもなく，後者は前者に後続する，つまり紡績業における

製品販売の過程は織布業における材料仕入の過程にほかならない。そして，

紡績業は棉花の仕入をもって生産過程に入るものであるから，以下においては

綿糸取引，綿布取引および棉花取引の過程をそれぞれ固有の問題対象として

注視すればよいのである』６１しかし，そのさいは，綿工業における社会的分業

の系列が考慮されなければならない。それに即して，問題も取り扱われるべ

きだからである。すなわち，以下ではまず棉花取引の場を信用論的光に晒し，

ついで綿糸の，最後に綿布の取引過程に同じ検討が加えられる。

（注）

(1)BrianＰ・Mitchell＆Phyl1isDeane，Ａ６Ｓｂｍｑ/ａ?UKsⅦＢＨＨｓｊｍｍ/SmXsjHcS，Ｃａ‐

mbridge,1962,Ｐ,２９４．

(2)Deane＆WiUiamACole,aif2shao"0湘允ＧｍｚＤ"１，Ia88-Jg5gJ7)12"４２ｓα”

Ｓゲカ"雌趨Cambridge，1962,ｐ、１８５，Table４２．

(3)Mitchell＆Deane,｡PLC江，ｐ､２９５．

(4)輸出依存度という点で，綿工業は毛織物エ業よりも格段に高い（cfDeane＆Cole，

叩cilL,ｐｐ､187,196.)ことを付記しておく。毛織物は世界商品としては「元来ヨーロッ
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パ的」なそれにとどまっていたのにたいし，綿製品は文字どおり世界的商品に成長して

いくのである。綿エ業は自己を中心として世界資本主義（その「第１段階」）を形成・

展開してくる。（角山栄「世界資本主義形成の論理的綱造一一世界資本主義の第１，第

Ⅲ段階(1760年-1873年)－｣『世界資本主義の歴史概造』（河野健二・飯沼二郎綱）岩

波聾店，1970年，参照｡）

(5)毛利健三「1825年恐慌とイギリス綿工業一一イギリス産業資本確立過程の樹造分析序

論一一Ｊｒ社会科学研究』（東京大学）第17巻第６号，1966年３月，参照。

(6)その点，わが国では，中川敬一郎氏の近著「イギリス経営史」（東京大学出版会，１９

８６年）のそれぞれ第２章，第３章に再録された２つの論文，「リヴアプール棉花市場の

発達」（r経済学騰集』（東京大学）第21巻第６号，1954年４月〉および「イギリス綿業

における綿糸・綿布市場組織の発達」（同上誌，第23巻第４号，1955年11月）を先駆的

業紙として，そのほか，つぎのような成果が挙げられている。原田聖二「リヴァプール

綿花市場の形成と企業者の機能」ｒ経済論菓』（関西大学）第12巻第３号，1962年；同

「19世紀イギリスにおける市場機概の発展」同上誌，第13巻第４．５．６合併号，１９６３

年；杉本公彦「1820年-1850年におけるリヴアプールの原棉通商と木材通商との比較史

的考察」ｒ星陵台論築」（神戸商科大学大学院）第６巻第１号，1973年（2.リヴアプー

ルの原棉通商の特質）；北川勝彦「産業革命期イギリス綿業における市場組織について

－マコンネル・ケネディ細糸紡綴会社の場合－－」「千里山経済学」（関西大学大学

院）第８号，1974年。また，関連的な論点を扱ったものに，前田璽朗「産業革命期イギ

リスの商對←1833年特別委員会報告を中心に－(上）（中)」「商学論纂」（中央大学）

第14巻第１．２．３合併号，1973年および第１5巻第４号，1974年；柿本宏樹「イギリス

産業革命期における小売商業の諸問題」「経営史学]（経営史学会）第８巻第３号，1974

年，がある。

Ｉ棉花取引と商業慣用

一リヴァプール棉花市場について－

１８世紀70年代まで,イギリス綿工業の原料の棉花は，そのほとんどが地中

海とくにレヴアント（主にトルコ）から輸入され，少くとも17世紀以来18世紀

末にいたる間，その主たる荷揚げ港はロンドンであった。しかし，１８世紀中

ごろまでに西インド産原棉がリヴァプール港に（いまだ少量だが）間断なく届

き始め，８０年代にはそれは輸入原棉に占める比重において地中海産原棉を圧

倒するにいたる。その年代後半（86-90年)についてその数字を示せば，西イ

ンド産原棉の71％にたいし，地中海産原棉は21％という具合であるy)原棉輸

入港としてのロンドンの地位の相対的な低下，リヴァプール港の重要性の増

－４３－
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大にほかならない。そして，1790-92年にリヴアプールはもっとも重要な原

棉輸入港の地位につき，1795年以降それは不動のものとなる１１ちなみに,１８

０２年リヴアプールに荷揚げされた棉花は，輸入棉花総量の48％を占め，１８０５

年ではそれは70％にのぼっている,

そのようなリヴァプール港の台頭の背景には，いうまでもなく，ランカシ

ャー綿工業が顕著な発展を遂げたということがある。イギリス綿工業はとく

に1780年代に入ってその生産力を劇的に上昇させる。産出高の激増という前

出の事実がｉそれを証明する。他方，アメリカ合衆国産棉花（以下米棉と略称）

の生産性が格段向上したということも，合わせて指摘されなければならない。

以下，それぞれ一瞥しておくことにしよう。前者から始める。

１８世紀80年代イギリス綿工業生産性の際立った上昇は，紡績部門における

技術革新の結果にほかならない。それはその世紀前半，ケイ(JohnKay)の飛

稜の発明（1738年)とポール(LewisPaul)の刷整機の改良（1748年)に始まる。

しかし，そのころでもまだ，イギリス綿織布業は，紡績部門が縦糸を大量に

生産しうる技術をもたなかったために，純綿布を織りだすことができなかっ

た。横糸は綿糸，縦糸は亜麻糸を使った，主にファスチアン(fustian)という，

綿と麻の混織しか生産しえなかったのである。イギリス綿エ業がとにかく純

綿布を製造できるようになるには，ハーグリーヴズUamesHargreavs)のジ

ェニーOenny)紡績機（1767年発明，７０年特許)，アークライト(RichardArkw‐

right)の水力紡織機(waterframe）（1769年特許）が俟たれねばならなかった。

そして，1770年代にはそれらは改良を加えられつつ，完成するにいたる。す

なわち，ジェニーは70年代において広汎に普及し，８５年にしか特許期限の切

れない水力紡績機も，同じく７０年代には多くのアウトサイダーに利用される

ようになっていたのである。しかし，ジェニーは（大型のものを別とすると）縦
、、

糸紡繊には不向きで，横糸の生産により適していた。また，ウォーター・フ

レームではとにかく縦糸・横糸両方を紡ぐことはできたが，しかし細糸（高

級綿糸）は紡げないのであった。つまり，ウォーター･フレームは1770年代に純

綿布生産を可能にしたとはいえ，それもキャラコのような廉価なものに限ら

れていたのである。縦糸・横糸両用にどのような品質・番手の糸でも紡げる

機械が発明される必要がある。それによって，インド綿布を質的に凌ぐイギ

－４４－
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リス綿布も生産できるようになるであろう。1779年クロンプトン(Samuel

Crompton)になるミュール(mUle)が，そのような紡績機として現われ，８０

年代において急速に発展する（クロンプトンはミュール紡績機の特許をとらなかっ

た)。ランカシャーに代表されるイギリス綿エ業の生産高は，８０年代に入って

急拡大するのである.そして，９０年代ともなると，ミュールは高級綿糸の大

量生産を可能にし，イギリス綿工業に決定的繁栄をもたらすのである!,

棉花需要･輸入量は箸増せざるをえない!Ⅲここでその生産地における供給

能力を問題視すべきである。第２の論点に移ろう。1780年代に入るとともに，

ランカシャー綿エ業としては，旧来の原棉供給先からの輸入拡大に加え，そ

の新規供給源の開拓に乗り出す。前者の点での顕著なこととして，西インド

産原棉の輸入量の急伸を指摘できる。先述のとおりである。他方，後者の点

では，1781年にブラジルから，８４年にはリヴアープールにアメリカから海島

棉(SealslandCotton)が輸入され始める!，しかし，ＭＢ・ハモンドによる

と，米棉は洗糠や精選の不良(dirtycondition)ゆえに当初不人気でありﾉｮそ

の輸入の目覚しい増加は，1793年にホイットニー(EliWhimey）が鋸式繰棉

機を発明し１０繰棉(種子除去)作業の機械化が達成されてからのことである』ヨ

海島棉がアメリカ内陸に導入されたのは1786年のことであったが，そのつま

り内陸棉(UplandCotton)の生産が93年のホイットニーの発明を画期として

急速に発展してき(１０(→同じ速度での奴隷制度の拡大)，それとともにその輸入増

加が際立ってくるのである。1802年に米棉の輸入量は西インド産原棉のそれ

を上回り，その後その勢いは加速する。輸入原棉に占める米棉の比重は1806

-10年53％強，1826-30年74％強となるのである』、

以上のように，ランカシャー綿工業の飛蹴的な生産性上昇に導ぴかれた(西

インド産棉花輸入量の増加，そして究極的には）米棉輸入量の急激な増加と照応的

に，リヴァプールは１８．１９世紀の交までにもっとも重要な棉花輸入港に明確

に成長する。そして，そこには棉花市場が栄えるのである。そこで，本節で

はリヴァプールにおける原棉取引の過程を考察の対象に取り挙げる。まず，

その商業論的分析が必要である。市場組織の究明にほかならない。

１８世紀初期リヴァプールにおいては，棉花はその輸入に専業化した商人(棉

花輸入商）によって輸入されていたわけではなかった。西インドやアフリカか

-４５－
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ら多くの産品を輸入していたリヴァプール商人，つまりリヴァプールの総合

商人(generalmerchantS)が，それらの積荷の１つとして輸入していたので

ある』，いわゆる三角貿易伽の一環を形成して，18世紀初期リヴァプールヘの
棉花輸入は進められたのである。そうして陸揚げされた棉花は，リヴァプー

ルにやってくるマンチェスターの織物卸売商(linendrapers）に売り渡され

た。かれらは仕入れた原棉を一部転売することもあったが，かれら自身多く

の場合｢問屋制前貸人｣Wputtersout)として紡紙．織布業を営む生産者(me‐
、U

rchantmanufacturers)でもあったから，初期リヴァプーノレ原棉市場では直
働

接生産者に配給されてし､たといえるわけである。

原棉市場に直接する大規模な生産者は，その仕入れた原料の一部を他に売

り渡したという面では，棉花商人でもあった。しかし，ランカシャー綿工業

の発展に伴う小紡績業者の族生は，他方において，原棉市場とかれらとの間

を専業的に仲介する棉花取引専門の商人（棉花商人）を生み出さずにはいなか

った。実際，Manchestercottondealerとよばれる棉花商人が，1751年ま

でに現われ始める。マンチェスターからリヴァプールやランカスターに赴い

て原棉を仕入れ，それをわずかな利幅で紡績業者に小ロ売りする商人のこと

であるｻﾞマンチェスターにも,8世紀中頃から棉花市場が形成されだすのであ
剛

る。そして，その発展は|Ｚどなく棉花取引をひとつの自立した(商業）資本の

機能領域たらしめるにいたる。その世紀80年代末ともなると，マンチェスタ

ーでは棉花商人で紡績.織布業を兼営するものはみられなくなるのて」|;|'鷺・
他方，リヴァプール棉花市場でも棉花取引専門の商人層が台頭してくる。

棉花仲買人(cottonbrokersfmにほかならない.売手(輸入者)の利害を代表
する販売仲買人(sellingbrokers)と買手（紡績業者，棉花商人）の利害を代表

閲

する買付ｲ中買人(buyingbrokers)とに分かれる。その点では，それら仲買人

がリヴァプール市場で重要性を極得するにいたったのはいつごろであったか,′

まずこれが問題である．先駆的なＴ・エリソンの研究（1886年）にまず注目しよ

う。そこでは18世紀第４四半期以前から仲買人が棉花を扱っていた事実も記

されているが，しかし仲買業がナポレオン戦争の終結した1815年までに市場
剛

の本質的な構成要素となったかどうかに'よ，懐疑的な態度がとられている。
００１

Ｎ.Ｓ､パック（1925年）もそのエリソン見解に同調する。しかし，その後の研

－４６－



産業革命期イギリス綿工業における商業信用の展開（宮田）

究によって，それに否定的な見地が提起されてくる。仲買人は18世紀末まで

にリヴァプール原棉市場組織のなかに確たる地歩を築いていたというのであ
則

る。Ｆ､Ｅ・ハイド，Ｂ､Ｐ・パーキンソンおよびＳ・マリナーの共同研究（1955

-56年)がそれにほかならない。Ｍ､Ｍ・エドワーズも，必ずしも明確な根拠
図

を示してはいないが，この'、イドらの所見を支持している（1967年lわれわ

れとしてもハイドらの分析に立つ。理由を明示する必要がある。エリソン自

身の指摘になるつぎのような事実は，その懐疑論にもかかわらず，仲買人制

度が遅くとも19世紀はじめまでにリヴァプール原棉市場の重要部分となって

いたことを示唆しているものと考えるからであるPすなわち,18世紀90年代
に入ってからのリヴァプール原棉市場における取引量の急増に伴って，仲買

人そのものの数もふえ，また棉花以外の商品も取り扱っていた仲買人(総
則

合仲買人generalbrokers)のなかから，棉花取引に専業ｲﾋするものも現われる。

そうして専門化した棉花仲買人たちは，取引のために集合する場所として18
011

08年に「棉花取弓l所」を建設するにいたる。これである。１９世紀はじめには

仲買人によって常設的な棉花市場が形成されていたことを，エリソンは明ら

かにしているのであった。

１８世紀末には，リヴァプール棉花市場において，棉花仲買人制度は自己確

立していた。以上論じたところである。しかし，一般に棉花仲買人制度とい

っても，販売仲買人制度と買付仲買人制度は同じ歩調で形成されたわけでは

なかった。前者の展開が先行する。続いて，そこのところに論歩を進めるこ

とにしよう。販売仲買人が必然化する理由から考えてみよう。輸入者は販売

仲買人を利用すれば，輸入原棉の国内配給業務から解放されるだけでなく，

みずからそれに当る場合よりも早く買手を見い出せるであろう。輸入者とし

ては輸入業務そのものに専念し，それを拡大的に営むことができるであろう。

あるいは，逆にこうもいえる。輸入量がふえればふえるほど，迅速に買手を

みつける必要度は高まるであろう，と。専門の国内配給業者が生成しなけれ

ばならない。これ力販荊中買人の必然性の根拠である。しかし，以上の考察のか

ぎりでは，たんに商業論的な必然性論に止まるであろう。問題は信用論的にも解

明されなければならない。販売仲買人は19世紀になるまでに輸入者に信用を

供与する点で，輸入取引の拡大に重要な役割を果すからである。しかし､こ

、

-４７－



金沢大学経済学部論築第７巻第１号１９８６．１２

の論点は後段で扱うことにする。

他方の買付仲買人制度に視点を移す。それは先述のManchestercotton

dealerの制度のなかから，それを衰退させつつ発展してくる。すなわち，つぎ

のとおりである。上述のように，マンチェスターの棉花商人の活動は18世紀

80年代に全面展開期に入るのであったが，しかし早くもその少しまえの78年

には，かれらのなかにみずからリヴァプールに赴くのを止め，同地の仲買人

に指図して仕入をするものもすでに現われ出ていたのであるｻﾞ取引される棉
花の等級付けは当時まだ行われておらず，したがって一般に買手は売手（輸

入商，販売仲買人）の倉庫にある現品を検分することによって，その品質や長さ

を判別する必要があったが，棉花商人としては，取引量の増大のみならず棉

花の種類がふえるとともに，リヴァプールに常住する仲買人の専門家的眼識

に頼らなければならなくなる。また，不良品が取引されたというような場合

には値引がなされたが，そのさいの決済も，仲買人を利用すれば，その帳簿

上での貸借記入によって容易に行われえたのであるヅしかし,そうした点で
の買付仲買人利用の有効性は，紡繊業者の着眼することでもあった。棉花商

人（マンチェスター棉花市場）を素通りし，仕入源を直接リヴァプール市場に求

める紡績業者も同時に現われ始めるのである。一般に，紡績業者には生産規

模の拡大（→仕入量の大口化）に伴われつつ，次第に原料をその荷揚げ地リヴァ

プールで直接買い付けようとする衝動が生起するであろう。工場制度の普及

が進めば進むほど，棉花商人の存在.機能は無用化せざるをえない。１８世紀９０

年代末からその衰退過程は始まるわけである。しかし，実際にリヴァプール

で買付仲買人の数がふえ，マンチェスター棉花商人の数の減少が識別される

ようになるのは，１９世紀10年代以降産業革命期も末期にならねばならなかっ

た。そして，1830年リヴァプール＝マンチェスター鉄道の開通がマンチェス
卿

ター棉花商人（棉花市場）の没落を決定づける。

前述のようにＴ棉花仲買人は19世紀はじめまでにリヴァプール棉花市場の

重要な構成者となる。そして，そのころにはアメリカにおける棉花の洗糠や

精選もより完全に行われるようになり，等級付けも注意深く進められるよう

になっていた．それらは梱包技術の進歩と相俟って，リヴァプールにおける

見本取引を可能にする。棉花取引は簡易化し（→棉花仲買人の労力の著減，仲買
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関

手数料率の低下)，取弓|量が増大してくる（→仲買人には仲買手数料収入の増加)。取

引所価格の形成が進むのである。棉花市況も速報されるようになる。すなわ

ち，1805年あたりから若干の指導的な仲買人が独自に棉花のみの，あるいは

棉花その他輸入品全般についての市況週報を出し始め，1832年には16人の仲

買人が共同でGeneralCircularという週報を発行するようになる。そして，

その市況集計のための会合は1841年に棉花仲買人の包括的な共同組織たる｢棉
《0000

花ｲ中賢人協会」に発展していくのである。

さて，以上において産業革命期リヴァプール棉花市場の発展を組織論的に

みてきたのは，ランカシャー地方の紡績業者がそこから棉花を入手する経路

を知る必要があったからである。それはつぎのとおりであることがわかった。

すなわち，輸入商→棉花仲買人(販売仲買人→貿付仲買人)空:紡績業者，
これである。ここで信用論的な叙述に移ることができる。支払の方法を照出

しなければならない。

原棉の国内取引における支払制度の究明は，その輸入決済の制度の分析か

ら始めなければならない.原棉輸入者のリヴァプールにおけるその売渡しの

条件は，結局はその輸入決済の条件に規定されるものであろうからである。

詳細は別稿を期すとして，当面必要なかぎりで，以下解明することにしよう。

２点にわたり限定を付す。アメリカからの原棉輸入取引に限るということ，

これが第１。第２の限定はこうである。１８世紀末のリヴアプールヘの原棉の

荷揚げには，主要にふたつのチャンネルがあった。ひとつは輸入業者(shipp

ers)による直接輸入，他は販売委託荷の受取という方法である｡しかし，そ
㈹

のころロンドン港ではすでに後者の方法が主流をなしていて；実際リヴァプ

ールでも19世紀への転換に伴って，その（通常，ロンドンに本店ないし決済の拠点

をもつ）販売代理商会の担う委託販売制度による原棉輸入が一般化してくる
（l3IIO

のである。以下の考察|よその場合|ﾆ限られる。

リヴァプールの原棉輸入者は販売代理商会なのであった。販売制度として

いえば，アメリカの輸出者による販売リスク負担の体制にほかならない。し

かるに，販売委託者たる原棉輸出者は，貨物の発送と同時にそれを見返に｢前

貸」を受けようとする。いわゆる「委託荷見返前貸」（advancesagainst

conSignments)のことであるＩｌｊ原棉を販売(輸出)委託に出す時点で,その
￣､トー。
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代り金を「前貸」の形で受け取ろうとするわけである。それでは，その「委

託荷見返前貸」はどのように行われたのか。1823年のことであるが，議会委

員会におけるある商人の証言によると，委託者（輸出者）が船荷証券（委託荷）

をリヴアプール向け発送するとき，受託者(輸入者)宛に一般に，額面は委託

荷の見込販売価格の２/3ないし3/4町期間は２ないし３カ月の手形を振り出
㈹ＩＤ

すことによってであった。もちろん，名宛人の受託者（ないしその代理人）か

ら引受を受けなければならな(Ｉ振出人たる委託荷の発送者としては,その
引受手形を売りに出せばよい。（全額ではないとしても，とにかく）委託荷代り

金を入手できるのである。一般に，イギリス（通常はロンドン）宛為替手形は

そこへの送金手段として，容易に買手を見い出すことができたのである。

すなわち､この場合の「前貸」とは支払保証を内容とする手形の引受，信

用範畷としていえば，引受信用にほかならない。商業信用ではなく（←本来

的な売買ではなく，販売委託の関係)，引受信用を化体する（外国）為替手形が形

成されるのである。そして，ここではつぎのように総括することが重要であ

ろう。そのような手形の振出がイギリスの輸入者（代理商会)からアメリカの

輸出者にたいして認められなければ，つまりアメリカで前者から後者にイギ

リス払の引受信用が与えられるという制度なしには，英米間の原棉取引(イ

ギリス綿エ業，アメリカの棉花生産）の拡大展開は望みえなかったということ，

これである。しかも，その国際間に跨って形成される引受信用も，結局はイ

ギリス信用制度（商業信用．銀行信用）に引き継がれなければならない。すな

わち〆英米間原棉取引の発展はイギリス信用制度に基礎づけられていたので

ある。つぎに論じるところである。輸入者がリヴァプールにおいて問題視さ

れなければならない。

輸入者は陸揚げした委託荷を販売仲買人に引き渡し，その販売の仲立一一

たんなる仲介（注(２１参照)－を依頼する。その間さきに引き受けた手形もア

メリカから送付されてき，その満期日が到来するであろう。それまでに委託

荷に買手が見付かれば，その代り金で手形つまり引受信用の決済もできる。

しかし，問題は，販路を見い出しえないうちに手形の満期日が来るような場合

である。輸入者にはその決済資金を別途調達する必要が生じる。どうすれば

よいだろうか。アメリカで輸出者にイギリス払の引受信用を与えた輸入者と
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しては，そのイギリスで同じようにみずから引受信用を受けることができれ

ばよい。引受信用の連鎖形成によって，その負担の他者への転嫁が果されよ

うとするであろう。すなわち，輸入貨物見返に仲買人宛に手形を振り出し，

その引受を受ける。いわゆる仲買人手形の利用にほかならない。実際，１９世

紀はじめには，輸入者は原棉を仲買人に預けるや否や仲買人宛に手形を振り
Ⅲ９

出し，金融をうけるとし､うのが，通例となっていたのである。輸入者にとっ

ては，輸入貨物を見返とする引受信用の供与者が排出されていなければなら

ないわけである。リヴァプール棉花市場に販売仲買人が必然化する信用論的

な根拠にほかならない。そして，じつは輸入者の販売仲買人への金融的依存

はもっと徹底していたこと，付け加えておく。輸入者は原棉の輸入とその国

内販売に伴う一切の費用をも，その販売代り金を見返に仲買人に立替払して

賛うのがつれであっ齢､らである｡仲買人としても，そうした便宜の供与を
足場に輸入原棉の販売権を得，維持しようとしたにちがいない。

さて，輸入者は，自分がアメリカで輸出者に与えた引受信用の負担を，イ

ギリスで販売仲買人に転嫁する。上述のとおり，仲買人宛に手形を振り出し，

そしてその引受を受け，授信を受信に転化しえた。引受信用の連鎖形成とい

うこと,でもあったが，その点であらためて確認しておかねばならないのは，

|輸入者と仲買人の間に商業信用が成立することはないということである。両

者は売買関係を結ぶわけではない－たんに売買の仲立関係を結ぶにすぎな
、、

し､－からである。支払保証憤務（本質）を支払約束（手形)形式をとって授

受しようというのが，仲買人手形の制度にほかならなかった。しかし，仲買

人手形がそのようなものである以上，（本質的に商業信用を化体する手形の場合と

同梯に,）輸入者はそれを割引に出し，銀行信用を受けることができる。そし

て，それはかれがアメリカで引き受けていた手形一ポンド・スターリング

建であるが，振出地が外国（アメリカ）という点で外国為替手形一一を決済す

ることになるであろう。ここに英米間の引受信用（外国為替手形）がイギリス

国内のそれ（仲買人手形）に引き継がれ，それがさらに銀行信用に転化するに

いたる。すなわち、イギリス国内にも原棉輸入とその決済から派生的に引受

信用，さらにそれから上向的に銀行信用という信用関係が形成されるのであ

る。
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ここに新たな論点の展開次元が付け加わる。銀行信用の次元に視角設定の次元

を上向させることができるからである。しかし，それは別稿の課題としよう。

以下，これまでと同一の考察次元に止まり，さらに論述を深めなければなら

ない。いまや引受信用供与者となった販売仲買人にスポットを当てる番であ

る。試みよう。

仲買人はその授信の負担を輸入者のように他に転嫁することはできない。

なぜであろうか。輸入棉花（世界市場取引）が国民的取引の過程に投入される

瞬間を映し出してみればよい。仲買人がそこに立ち現われるのは，綿工業に

おける社会的な分業（再生産工程)論的にいって，一方的な売手という範畷に

おいてであることがわかる。信用論次元的には，商業信用を与えるだけで，

それを受けることがないという取引者にほかならない。つまり，輸入取引の

ために引受信用を授与する仲買人は,ついで国民市場に登場するときには,（輸

入者を代表する売手として）商業信用を供与すべき立場に立つのである。それら

ふたつの信用範畷（内容的に前者は支払保柾憤務，後者は支払約束）が範畷的に直

結しないのは明らかである。原棉の輸入取引で形成される信用関係は（商業

信用ではなく）引受信用の関係であり，そしてそのようなものとして，仲買人

によって最終次元的に受け止められる。英米間に取り結ばれた引受信用関係

は，それが延長されてイギリス国民市場での信用関係（商業信用関係）にそ

のまま連なっていくようなことはないのである。

それでは，リヴァプール棉花市場における支払制度はいったいどうなって

いたのか，その実際をみなければならない。輸入者に代ってそこに現われる

販売仲買人は，「10日の信用，３カ月手形による支払」すなわち取引日の１０

日後に３カ月手形で支払うという，不変の「リヴァプール条件」を買手にた
６０飼

いして認めていた。その条件は通常ﾛﾛ金払(cashpayment）といわれたが，

３ヵ月余の商業信用を形成するものにほかならない。
国

そして，その買手は買付仲買人であったｶｾﾞ，それはマンチェスター棉花

商人や紡績業者の代理にすぎなかった。そこで．結局つぎのように総括でき

る。販売仲買人（リヴァプール棉花市場)は棉花商人と－部の紡績業者に「10日

の信用，３ヵ月手形での支払」という「リヴァプール条件」で原棉を供給し

ていた，と。そして，同時に考察の目はリヴァプール棉花市場を離れ，棉花
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商人とともにマンチェスター市場に向わなければならない。リヴァプール市

場から（貿付仲買人を介して)直接買い入れることのできる一部の紡績業者は別

として，多くの紡績業者がそこでのかれらの取引相手であった。マンチェス

ターに二次的に形成される棉花市場では，どのような支払条件がみられたの

か，つぎに究明されなければならない。本節最後の課題である。

その検討のためには，紡繍業者マッコンネル・ケネディ商会(McComel

andKennedy)の場合を引合に出すことができる６同商会とは，次節でやや

詳述するように，1830年までにマンチェスター最大の紡績業者に成長し，そ

のすこしまえの10年代のはじめには，リヴァプール市場に棉花の仕入先を転

じるようになるとはいえ，創業当初の1790年代からしばらくはマンチェスタ

ー棉花商人（棉花市場)から仕入れていたからである。そこで，まずその1790

年代であるが，同商会は４カ月の信用を受けている。「２カ月の信用，２力
倒）

月手形での支払」という条件にほかならなし､。棉花商人はわずかではあるが，

受信期間（｢リヴァプール条件｣)よりも長期の信用を与えていたのである。マッ

コンネル。ケネディ商会の仕入量は１度につき１ないし５梱（金額的には250
６，

ポンド以下）という小口であったことを考え合わせると，４､紡績業者にとって，

「リヴァプール条件」よりも有利な信用条件を供与する棉花商人の存在意義

は，大きかったことがわかる。

しかし，前述のように，世紀の転換期あたりからリヴァプール市場では(紡

績業者に直結する）質付仲買人制度の発展がみられるようになってくる。マッ

コンネル・ケネディ商会も，その業容の拡大につれて．リヴァプールでの直

接買付に関心をもつようになるであろう。棉花商人（マンチェスター市場)は対

応を迫られる。同商会が棉花商人から受ける｢信用｣期間の長期什に，それが

見て取れるように思われる。１９世紀はじめになると，同商会は「２カ月の信

用｣に代えて｢4カ月の信用｣,場合によっては｢8カ月の信用Ｊを受ける
鯛

ようになり，「５，６カ月の信用」も異例ではなくなってくるのである。こ

の点については，同商会の仕入量が１度に50から60梱(金額にすると,2,500ない

し3,000ポンド）とふえ，また同商会の成長に伴ってその支払能力にたいする
剛

信頼性が高まったからだという，Ｇ､Ｗ、ダニエルズらの理由づけがある。マ

ッコンネル・ケネディの主体的条件に着目するかぎりでは，実際そのとおり
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であろうが，しかし他方におけるリヴァプール市場の目党しい発展，そこに

おける仲買人制度の定着，つまり客体的条件の変化を無視することはできな

いであろう。世紀のはじめから同商会は市況報告を受けるという形で，（そ

の資本形成の進展を反映して）リヴァプールの仲買人とコンタクトを取り始めて

いるのであり，マンチェスターの棉花商人としては，きわめて長期の｢信用」

を与えなければｉ同商会との取引関係を維持しえなくなったのではないか，

ここに，そういう指摘をしておきたい。1812年には棉花商人はマッコンネル・

ケネディ商会の棉花仕入過程から排外される。前述のとおり，このころから

棉花取引上棉花商人の地位の後退も明確になり始めるのであった。棉花商人

から仲買人への転進もみられるようになり，かれらは「リヴァプール条件」
閲

の「１０日の信用」ではなく，「14日の信用」を与えたとしsわれる。

（注）

(7)ThomasEllison，ゴルα加卸ｍｚｄｂｑ/Ｇｍｚ＃aqihzj務London'1886,rep、1968,

ｐ86.

(8)iDjtj【Ⅱpp811170-171；StaJUeyDumbell,“EarlyLiverpoolCottonlmportsand

theOrgamsationoftheCottonMarketintheEighteenthCentury'，，ｍｅＥｂＤ"＿

０ｍわん灘mcz4vol、XXXIU，Sept11923，ｐｐ､364,366；MichaelM、Edwards，ｍｌｌｅ

ＱｍＵ肋ｑ/躯aqiUKsﾒｶα加劔７》tz“I7BD-ZmaManchester，1967,ｐ､110；ｃｆ

ＮｏＴｍａｎＳ・Buck，ｍｌｌｅＤ膠"e””"/ｑ/雄Ｏ'igmzfsuZ姉卯q/Ａ麺わ゜Ａ腕ePqhCmcmz必

I8m-Z85UlNewYork，1925,ｐｐ３０－３２．

(9)Edwards,”,ciiL，ｐ､111．

(l0EdwardBaines，砿toがＱｆｆｈｅＣｂ如流Ｍｚ"３４/hc雌花”Ｇｍｚオafhz蛇London，

１８３５，２ndedwithaBibliographicallntrodｕｃｔｉｏｎｂｙＷＨ,Chaloner，1966,chaps、

Ｖｍ－Ｘ；Ellison,”､cilL,ｃｈａＰｌｌ１ａｎｄｐ､８３；SydneyJ・Chapman，ｍ２Ｌ(mczzsか

舵CmImzjjodbus”ＪＡ鋤djl航Ｅ、"o1O9jrDez尼bP1，孵犯AManchester11904，ｐ､３７

IGeorgeWpaniels，ゴルEhz池Ｅ》qgZibhCb施卯肋｡?`s”zui2HlSD擁Ｕ)､ppj6JHs舵‘

Ｌｅ雄滝ｑ／勉祁噸ノ｡⑩,"ｶﾒ0鍋Manchester，1920,chaps．、(1)，Ｖ(1)；Ａ１ｆｒｅｄＰ、

Wadsworth＆JuIiadeLacyMann，Ｔ７ｂｅＣｂ吻沐ｍｚｄｂａｊｏｚｆ"cﾉｶｲsか力JLCz"c[zsh池

Z6DD-Z7mManchester，1931,repl965，ＢｏｏｋＶ,ｃｈａｐＸＸｍ((i)－(iv))；Paul

Mantoux，ゴリｈｅ”此dsl"ｈＪＲｅひoJbu施卯碗腕ｅＥＨｇⅦl蛇g加沈α"雌びＦＡ〃OiJ‘Jj》Ｆｅｑ／

ノノＩｇＢｇｇｉ)､"”ｇＳｑ／ＩheModbmFlZctweySbⅢsに碗吻砂０９lb"dlfeV､ｅｄ.ⅡLondo､,1961,

ｐｔ．Ⅱ，chaps.Ｉ（Ⅲ－Ｖ)，Ⅲ（１－Ⅳ）〔『産業革命』（徳増栄太郎．井上幸治．遠藤輝

明訳）東洋経済新報社，1964年，第２篇第１章(３－５)，同第２章（１－４)〕；Edwa

rds，QPLcjX,ｐｐ､3-5,40-46；フイリス・デイーンｒイギリス産業革命分析」（石井摩
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耶子，宮川淑訳）社会思想社，1973年，104-105ページ.；中Ⅱ|，前掲番，第１章第３節。

01）ベインズによると，1781年の棉花輸入錘520万(重量）ポンド弱が，1785年には1,840

万（重量）ポンド強，1789年には3,258万(重量）ポンド弱にふえている。（Baines，”

ｃｊｉＬ,ｐ215.）

02）BaineS,DP､cjlL,ｐｐ､199,214-216,301-302,305；Ellison,”・cjK,ｐｐ､８１－８３；Ｍａ、

ｔｔｈｅｗＢ・HammOnd,Ｚ１ｈＢＣｂ肋〃〃zjWs”3Ａ〃Ｅ芯sUZyiijZA腕eがとuz〃Ebo1Z0腕沈His＿

功?〕小NewYork，1897,rep､1966,ｐ､231；Edwards,QPwjZ，ｐｐ､107-108．

(1,1786-90年の間輸入原棉に占める米棉の比重は，わずかOユ6％であった。囮Uison，

QPbcjiL,ｐ86.）

(l0cfStuartBruchey，ＣＤ嶮加aiIul雌Ｃ”zofhqf雌Ａ“流、〃α0"o”ＪＺ７ＰＯ－

Ｚ８６ＤｆＳｂ秘γ“ｓｑｍＲ“虚'９８５(edbyBruchey),NewYork,Chicago,SanFrancisco

andAtlanta，1967,pp52-62．

(llHammond，QPbctf,ｐ､31．

(10米棉生産の初期の歴史については，Hammond叩成,chaps，１，Ⅷを参照。

(liIEI1ison,”域,ｐ’８５iEdwards,０，．α止,ｐ､93．

㈹Wadsworth＆Man､,ＯＡＣ此jpp､72,187;cfDUmbelll〃c､Ｃ鮫,ｐｐ､362-363．

(19周知のように，三角貿易とは18世紀に栄えた，イングランド，アフリカおよび西イン

ド間の貿易のことである。

かつて，これについて，Ｔ､Ｓアシュトンは，「織物，鉄砲，金物および小間物がアフリ

カに送られて奴隷と交換され，更にその奴隷は西インドに積み出されて，この悪名高い

三角貿易(triangulartrade）の最終積荷を形成するところの蓉侈品や原料品の支払いに

当てられた」と述べていた。〔Thomass・Ashton，、ｇ"“ｊ７ｍｌＲｅ"0雌吻脇Z7m-

I83U1Oxford,1948,1℃ｐ1970,ｐ､47．（r産業革命』（中川敬一郎訳）岩波文庫，1973年，

５８ページ｡)〕しかし，これは，奴隷貿易と西インド産品貿易とが区別されていない，つ

まり奴隷船がその帰り荷に西インド産品（蓉侈品や原料品）を直接仕入れてきたかのよ

うにいわれている点で，必ずしも正確ではない。18世紀においてそのような場合は例外

的であったからである。奴隷船は諸経費が高くつくために，帰り荷を求めて待機するよ

うなことはせず，たいてい空荷のまま復路を急いだ。奴隷の売上金は為替＝西インド手

形(Westlndianbills）でリヴァプールに送金されたのである。（J､Ｅ・Merritt,“The

TriangularTrade,,，BbUsji0gssHHS＃0軌ｖｏＬｎ，1960,ｐｐｌ－７１ＦｒａｎｃｉｓＥ・Hydei

BradburyB・ParkinsonandSheilaMarriner，‘`TheNatureandProfitabiUtyof

theLiverpoolS1aveTrade，OiEbo加腕ｊｂＨ笈sわびＲ“ゐDuI2ndser.，vol．Ｖ,ｎ０．３０

1953,pP368-377；Wadsworth＆Mann，叩ｃｉｌＬ,ｐ､72）

なお，リヴァプールは奴隷貿易の中心地に成長し，それがリヴァプールの繁栄（資本

形成）を直接的に哺育したこと，換言すると，リヴァプールの発展はランカシャー綿工

業の成長に先行すること〔Mantoux,妙cjiL,ｐｐｌＯ７－１０８（邦訳，126-127ページ｡)〕，

つけ加えておく。その点で，エリック・ウィリアムズ「資本主義と奴隷制一ニグロ史

とイギリス経済史一』（中山毅訳）理論社，1978年，を参照。（リヴアプールの繁栄
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→）イギリス資本主義がいかに黒人奴隷制度のうえに築かれたか，それが論じられてい

る。

⑩ランカシャーにおける問屋制度は歴史的に綴やかな綱造と性格をもち〔ワズワースの

研究(Wadsworth＆Man､,OPLcjR，Booklchaps､１１((i)，（ii))，Ⅳ((i),(ii)),Bookm

chapsXnI((i),(iii)),ＸＩＶ((ii),(iii)),ＸＶ((i))のほか，Chapman，叩cjf,ｐｐ、14-16,

23-27;Daniels,ｏｎｃｊｌＬ,ｐｐ３５－３９を参照。（ワズワースの18世紀ランカシャー問

屋制度の分析は，大塚久雄「問屋制度の近代的形態－特に18世紀のイギリスについて

－」「同著作集』第３巻，岩波番店，1969年，192-200ページ，および飯沼二郎・富

岡次郎「資本主義成立の研究』未来社，1960年，170-173ページで詳しく紹介されてい

る｡)〕，それゆえそれが産業資本の成長に阻止的に働くことはなかったのである。（中川，

前掲轡，第１章第２および第４節参照｡）大塚氏の用鰭法に倣っていえば，18世紀の
、、、、､、、、

ランカシャーでは「問屋IjII度」は「近代的」に展開していたのである。なお，大塚＝｢問

屋制度の近代的形態」論の問題性はすでに指摘した（｢18世紀イギリスにおける毛織物

取引と商業信用」本誌，本号）ので，ここでは繰り返えさない．

Cl）cfWadsworth＆Man､，叩.ｃｊｌＬ，ｐｐ,78-82,25Off．

(22）j6jli【,ｐ232；Dumbell,“TheCottonMarketinl799,,，Ｅ、"o柳ｊｂｍｓ勿醐ｎｏ､１，

s$《”ん"jFDot〃Ｔ泥αo"0腕庭ノb"ｍ４Ｊａｎ､1926,ｐ､145.

⑪ａ７ｉｊＳハル鍬且Z，eだ,Ｒ”0Ｗうり碗ｔＡＢＣｂ沈鰄鯉dzPloi"蛇‘ｔｏｅ、加幼ｅＺｌｌｅＭｚ旋商

ｑ/FlzcT珈娠ｓｂ””ﾉ彫Ｉj】ｉｍｓＯ加地Ｌ孵れ〃､021/izcね刎尺"0汀/ｉｍＯｚｊｌｉｃａ加沈ノー

聴花肱"哩勿Cjbc9蛎。α）ＴｄＳＴ７ｉＰＢ‘Ｌｊ"el2S,1751,ｐ､１４．

(２０Dumbel1,“EarlyLiverpoolCottonlmports'',ｐｐ､366-367．

(２１Wadsworth＆Man､，OpLciiI,ｐｐ､233-234．

鯛一般に．リヴァプールで原棉が仕入れられる場合の売買の形態には，競売と相対売買

の２つがあった。前者は，売手は迅速に買手を見出しうるという点で，初期段階では璽

要であったが，１９世紀に入って見本取引が普及するようになるとともに，傷があるとか

種類が特殊であるなど，特殊な原棉の売買の場合に限られるようになっていく。（Ellis‐

ｏｎ１０ＡｃｊｉＬ,ｐ､１６６；Dumbell，“EarlyLiverpoolCottonlmports,',ｐ,365；ｄｏ.,‘IThe

CottonMarketinl799'',ｐ､145；Buck，oPLcjll,ｐｐ､57-60.）

(2Dbrokerとは，委託者(principal)のために働く代理人(agent)という点で，factｏｒと共

通する。両者の重要なちがいはつぎの点にある。factorは商品の占有権bossesion）を

もち，委託者を束縛する契約を自分の名前で結んだのにたし､し，brokerは商品の占有

権も，また自分の名前で売る権利ももたず，たんに委託者問の仲介人としてのみ機能す

る。（Buck，妙ｃｊｉＬ,ｐ､17Ｊ

⑬販売仲買人と寅付仲買人は必らず別人格であるとは限らなかった。1810年までに両方

の機能を兼ねる仲買人も現われていたからである。（Buck，”.ｃif，ｐｐ、51-52.）しか

し，Ｔ､エリソンは，それは例外的であったとし，（Ellison，”､cjf,ｐ､273.）Ｍ､Ｍ・エド

ワーズも，後代になるまでそれが一般化することはなかったといっている。⑱dwards，

ＯＰｃｉｌＬ,pll8.）

－５６－
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卿EUison，⑰､CIR,ｐｐ､166-167．

鯛Buck，QPLcjZ,ｐ,50．

QDHyde，ParkinsonandMarTiner,“ＴｈｅCottonBrokerandtheRiseoftheLiv‐

erpoolCottonMarket，'，Ｅどひ"o加ｊｂＨＨｓｌｂ”Ｒｅ雄ｚＵ２ｎｄｓｅｒ.，ｖｏＬＶｎ，1955-56.

脚Edwards，o1bcjZ，ｐ,117．

㈱そして，さらにＳダンベルも，ハイドらの研究に30年先立つ1926年にすでに，つぎの
、、、､、、、、、 、、

ように述べてし､た。「〔18〕世紀のはじめには，輸入業者がファスチアン製造業者に直接
、、 、、、 、、、、、

販売するの力《普通であったようである。のちに，多くは，総合仲買人(generalbrokers）

を通じて，もし保有者が素早く買手を見出したいときには競売で，さもなければ相対取
、、、、、 ､、、、、

；|で売られた。世紀末には，輸入品〔輸入原棉〕の多くは棉花仲買人の手を通じて流通

した.」（Dumbell,“TheCottonMarketinl799'',ｐ145．傍点および〔〕による補足

は引用者｡）

(３０Ellison，⑭CIR，ｐ,171.

脚ｊb翅,ｐｌ６９．

(３０Dumbell,“EarlyLiverpoolCottonlmports'',ｐ､368．

G1DumbeU,“EarlyLiverpooICottonlmports，',ｐ､369；ｄｏ.，“TheCottonMarket

inl799，',ｐ､１４６；Buck，恥嚥,ｐｐ､59-60.帳簿上の貸借記という点については，本

節後出の注㈱を参照。

㈱EUison，mcilL，ｐｐ､175-176；Chapman,⑫､cjR,ｐｐ､113-114；Dumbell，“The

EarlyLiverpoolCottonlmports''，ｐ､369；Buck，”ｃｊｌＬ,ｐＰ５０－５４；Edwards，”、

戯Ipll9・

㈱Baines,”・眺,ｐ､318iE1lison，”､cjlL,ｐｐ・l74-175iChapma､’０ｶ.cjlL,ｐ､121；

Buck，”ciiL，ｐ60．

Q0EUison，”cff，pp178-181；Cbapman,”戯,ｐｐ､122-123.

0j）この「棉花仲買人協会」はその後のリヴァプール棉花市場の秩序ある繁栄に大きな役

割を果す。詳しくは，E11ison，”.ｃ肱,ｐｐ､183-186を参照。また，定期取引の発達す

るその後のリヴアプール市場の展開については，中川，前掲轡，第２章第３節以下を参

照。，

㈹RayBWesterfieId，Ｍ向ｺﾞﾋｊﾙﾌ,oc〃雌Ｅ》89ＩＭＢ皿siD0Bsqm汀ib卿ﾙﾌﾞｌ１ｙ６Ｂｊｚｕ…Z65D

α"ｄＺ７５ｑＮｅｗＨａｖｅｎ，Conn,，1915,ｐ､360；Dumbell，“TheCottonMarketin

l799，'，ｐ､143．

(MIBuck，”ｃ肱，ｐｐ､３７，３８；Ｓ・GCheckIand,“AmericanversusWestlndian

TradersinLiverpool，1793-1815"，T1bgノｂＷ""Jq／Ｅ、"o碗ｉｃＨ甑ＳＩＤ鋤ｖｏＬＸＶｍ，

、０．２，Ｊ１ｍｅｌ９５８,ｐ､144；Edwards,ＯＰ.cが.，ｐｌｌｌ

ＩＭ）すなわち，１９世紀になると，販売代理業務(commissionbusiness)はロンドンからリ

ヴァプールに移り始め，ロンドンには決済機能だけが興るようになってくるのである。

1808年にＡ,ベアリングはつぎのように述べている。「リヴアプールは対アメリカ商業の

主たる中心であり，ロンドンの各商会はほとんどもっぱら対アメリカ貿易のための銀行

－５７－
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（bankers）として機能し，委髄荷の売上金を受け取っている｡」(A1exanderBaring，

Ａ冗鈎Zujか'池勿施Qzz4s巳sdz"‘Ｃｂ……”2sｑ／雌、ただれCb2clIcjIlLondon，

1808,ｐ,７，quotedin，CheckIand，ＪＯＣ・ｃｊｌＬ,ｐ144,,,13.）

㈹「リヴァプールでは代理商会がかれらの受け取った委託荷のために貨幣を前貸するの

は普通のことですか。はい。

「あなた自身大規模な代理商会として，つぎのようなことを信じますか。つまり，こ

れらの前貸をせずに，アメリカ合衆国からなにがしか委託荷を受け取ることのできる人

か，だれかいるであろうということです。いいえ、一般的に申しまして，前貸せずにア

メリカ合衆国から委舵荷を受け取ることはできないと思いますq」（a7UXsjbRz泓Bzp⑫γs，

Ｒ…汀ノリwOf肋ｅ鈍いＣｂ椛沈蝉ｅｏ〃雌，'12sご"ｔｓｍ蛇ｑ／ＭＥ"z(fzc如湾α”''@e・

“”‘SUbj胸＃〉ib8g”ｔｈｅＵｂＺ姥。Ｋｾﾞ"gﾋﾞｵb鰹Sessionl833，ｖｏｌ．Ｖ１，ｐｐ､253-254,

evidenceofJohnEwart.）

㈹ａｉｊＨｓルＦ１z私HZle趨尺鈎汀〆加ｆＡｅＳとはｆＣｂ柳'１zjiUごＣＯ〃ﾒｶｅＺ４ｚｏｏ泥峨聴如

Ｍe冗勉ｊ０ｄＳＡｇ巴"喝ｏγｍｃｊＷｓ）Session1823，vol､１Ｖ,（以下圧ePo汀０〃皿e”ｈｚ"む

と略記)ｐ､113,evidenceofJ・AYates．

⑪1812年に，原棉仕入のためにアメリカに代理人を股冠するのは異例のことではないと

いう，議会委員会での証曾がある。（Bｼ鰯sAHz減Ｒｚｐｅ趨雌)zwdesq/Ｅｈ'jカヵ,IcelhJA巴〃

ｂ（!/b形蛎α加加jM1杉ＢｑパリｂｅＷﾜｾ0上Hbws2Mm"ｈｍＰｆｊｍＵ２ｓアツゼガｗｊｌｍｃＯ,Osjuｾﾘ′

ｑ／ﾒｶｅｓＢ２ﾉeｱ、鹿tj1jms〃〃jbhルビz形陀e〃Ｐ７１２ｓｃ"“〃ｌｌｌｅＨｂｚ０ｓ２，ｊ〃鋺愈Ｓとss勿卯

ｑ／磁極”雄花1mﾌﾞﾀ２９，擁Ｏｍｂ応ｉ〃α脚D6cjllSessionl812，ｐ､355,evidence

ofMr・ThomelyJ

Q8IBuck，ｏＰｂｃｆＡ,ｐ､４３．

㈹Ｓホープ(SamuelHope)，Ｊ・トルーマン(JosephTrueman)という２人の棉花仲買人

の鍛会委貝会証言｡(励鰄sハル泓PhPwsbRePo汀ｏ〃几血沈”"』sbpp､53.153.）

鋤ａｉＲｉＳｈＲｚ７ｆＲＺ,BDsUFePo汀OWI化””"心ｐ､110,evidenceofJ.Ａ・Yates・ハイ

ドらも，典拠は示していないが，同じ事実を指摘し，それが販売仲買人と輸入者の関係

の初期的形成上重要であった，と評価していた。（Hyde,ParkinsonandMarriner,〃Ｇ

ｃｊＨ.，ｐ７７.）

６１）Daniels,“TheEarlyRecomsofaGreatManchesterCotton･SpinningFirm"，

、ＩｇＥ、"0沈勿ﾉb豚ｍｎｌＩｖｏＬＸＸＶ，Ｊｕｎｅ1915,ｐ､180；DumbeU,“TheCottonMar‐

ｋｅｔｉｎｌ７９９，，，ｐ、148．

鯛Daniels，ノbGcilL,ｐ､179．

㈱販売仲買人と賞付仲買人の間では，売買契約は記帳をもって処理された。それぞれ売

上，仕入の記帳をしたのちそれらを照合し，その写しを署名を付して－それぞれ売上

証明轡(soldnoteL仕入証明番(boughtnote)とよばれた－交換した。また，同一

人が販売，買付の両仲買業を兼ねる場合には，記帳ののち取引当事者にその正当性が確

潔されなければならなかった。（詳細は，Buck，”ciUL，pp21-22.）

㈱Daniels’ん。ｃｊｌＬ,ｐ､１７９．
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jbjtjl

ibjtZ，ｐｐ，179-180．

jbjbj【，ｐ、１８０；Edwards,oPbcjIL，ｐ、116．

Daniels，んc、ｃ江，ｐ180.

㈹
㈹
㈹
㈹

Ⅱ綿糸取引と商業信用

一マッコンネル・ケネディ商会の場合一

産業革命期イギリス綿工業の原料たる棉花の市場分析に続いて，その製品

の卸売流通の過程に信用論的研究の歩を進めよう。本節ではまず綿糸取引の

過程を問題にし，綿布取引の過程は次節で扱う。
、、

まず，問題の時期のイギリスにおける綿糸市場の分布地を調べることから

始めよう。つぎの諸地域に綿糸市場は形成されていた。マンチェスターを中

心とするランカシャーおよびチェシャー，ペイズリーを含むグラスゴーを中

心とするスコットランド，ノッティンガムシャーとダーピィシャーから成る

ミッドランド，そしてベルファーストとラガン峡谷に沿ったその後背地のア

イルランド，以上４つの地方にほかならない。紡績業とともに織布業の発展
ＧＱ

がそれら諸地方における綿糸市場成立の要因であり，それゆえ,こまたその発
、、、

展の程度によって各市場の重要性の度合は規定される。つぎに，そうした視

点からの析出をなし，各市場の特徴を合わせ明らかにしよう。

なかでもマンチェスターを擁すランカシャーは，1780年までにもっとも重

要な綿糸の取引地に成長を遂げる。マンチェスターの紡績業者（およびかれら

から仕入れた商人）は周辺の織布業者に直接販売するのが普通であったが，し

かし，小口取引（零細な織布業者との取引）を避けようとして，紡紙業者のなか

には代理人を利用したり，あるいはまた各地から訪れる綿糸商人と取引する

ものも多くいた。ただし，マンチェスター市場で取引される綿糸は主に太番

手で，この点がそこにつぐ綿糸市場たるグラスゴー市場と決定的に異なって

いた。ランカシャーでは大衆向け綿布の製造が中心で，細糸を需要する高級

綿布の生産者，技術的に高度な織布業者を欠いていたが，スコットランドで

は主に細番手の糸が生産的に消費され，ランカシャーで生産される細糸もそ

の多くはスコットランドの織布業者向けに配給されていたのである。他方，
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ミッドランド市場はスコットランド市場よりも小規模で，同地産の製品の多

くはマンチェスター市場で捌かれていた。そこでは太番手綿糸の生産が中心

であったからであるが，しかしノッティンガム周辺では比較的細番手の糸も

生産されており，それを需要するそこのレース製造業は，1830年代までにマ

ンチェスターの有名な紡織業者の多くが注目するほどになる。また，アイル

ランド市場はそこで生産されえない比較的細番手の糸を大部分はマンチェス
ＩＢＤ

ターから，一部はグラスゴーから迫力ﾛ供給され，成り立っていた。

以上，産業革命期イギリス釘綿糸市場について通観した。マンチェスター

が綿糸市場としては最大で，中心的な位置を占めていた。それゆえ，上記の

課題を果すには，そこを対象に据えるのが本来的な方法ということになろう。

しかし，その実態はこれまでのところ不明であり，今後の商業史的研究に俟

たればならない。以下では，マンチェスター市場につく？重要な市場であった

グラスゴー市場を分析の俎止に戟せることにする。グラスゴー市場はランカ

シャー市場とはちがって，主要に細糸を扱っていたが，そこに向けて製品を

供給していた，マンチェスターの紡績業者マッコンネル・ケネディ商会の販

売活動が明らかにされていて，それを手掛りにすることができるからである。

マッコンネル・ケネディ商会については前節でも取り上げられたのである
図

ｶｾﾞ，ここにあらためてその紹介をしておく必要があろう。その商会の歴史は，

1780年代にスコットランド南部からランカシャに移ってきていたジェームズ．

マッコンネル(JamesMcComeDとジョン・ケネディ（JohnKemedy）が，

機械製造業者のもとでの徒弟期間を終えたのち，1791年にマンチェスターで

ファスチアン問屋のサンドフォード兄弟（Benjamin＆WilliamSandford）

を加えて，４年間のパートナーシップを結んだことに始まる。ミュール

紡績機と綿糸の製造，販売が創業の目的であった。（紡織機の製造と紡繍業

の兼営という経営のあり方は，このパートナーシップにかぎらず当時一般的なことであっ

た。その他の条件を一定とすると，前者の技術の優れた企業が，他方の紡績業を発展きせ
図

ることができるであろう｡）この最初の'←トナーシップは1795年'二期限が満了し，

解散される。そして，同年マッコンネルとケネディは，そのときの利益分配金を

もとに，資本金1,769ポンドの，こんどは２人だけの新しいパートナーシップを

結ぶのである。かれらの紡績機製造の技術は優秀で，はじめから100番手以
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上の細糸を製造していたが，世紀の転換期ごろには販売向けの紡績機の生産

は止め，紡績業に集中する。1833年でも40番手が綿糸の平均的な太さとみな
１６０．

されていた当時の紡績技術水準のなかで，かれらＩまl815年までにすでに200

番手，そのすぐのちには250番手の細手を生産することができた。その間，パ

ートナーへの利益分配を極力抑え，その企業内部への蓄積を図るという方針

を堅持し，目覚しし､資本形成を達成するのであった。上述のように1795年に

1,769ポンドであった資本金は，1810年には88,374ポンド余と格段に増加し，

また紡錘数も1797年（この年には蒸気エンジンを導入)末の7,464錘から1810年ま

でに78,972錘，1825年までに124,848錘へと著しく増加している。さらに，

雇用者数の増加も付記しておくと，1802年の312人から1819年の1,150人強，

1833年にはﾏﾝﾁｪｽﾀｰ最大の1,600人強となっていｵ：

マッコンネル・ケネディ商会とは以上のように1791年創業，1830年代はじ

めにはマンチェスター最大の規模を誇るにいたる細糸紡績企業なのである。

さて，その製品の販売過程の照察が課題であった。しかし，それに取り組む

にあたっては，ここでいまいち.ど前節に視点を戻し，同商会が棉花仕入にさ

いして受けた支払条件について，要点をフォローしておくと好都合である。

行うことにしよう。

初期マッコンネル・ケネディ商会の原棉仕入の方法にはかなり明確に年代

的な変化があり，３段階区分が可能であった。まず，１８世紀末ごろまでの第

１段階。マンチェスター市場から小口仕入がなされ，「２カ月の信用，２カ

月手形での支払」という商業信用を受けている。つぎに，１９世紀はじめの第

２段階。仕入単位が大口化し，それまでの「２カ月の信用」の期間が「４～

８カ月」にまで長期化する。しかし，1812年ごろに始まる第３段階における

受信期間は，第１段階のそれよりももっと短期化していた。仕入先がマンチ

ェスターからほとんどリヴァプールに移され，「１０日の信用，３カ月手形で

の支払」という「リヴァプール条件」で仕入れられるようになるからである。

すなわち，初期マッコンネル・ケネディ商会の場合，原棉仕入の条件には

年代的変化がみられたのである。それでは，それは同商会の販売条件（授信

期間）にどのように反映されたであろうか。いよいよ本題に取り掛らなけれ

ばならない。同商会の綿糸販売の過程にライトを向けよう。
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1791年マッコンネル・ケネディ商会の生産する細糸は，高級織布業者に買

手を見出さなければならなかった。（ペイズリーを含む）グラスゴーの綿糸市場

に販路は求められる。そこでは高級モスリンの製造が盛んであったからであ

る。同商会はまず直接取引の方法でその製品を供給し始める。買手は多くの

場合織布業者自身であり，綿糸商人の場合もあった。（もっとも，前者の買手の

なかには，直接仕入れた細糸の一部を小分けして，長期信用で他の織布業者に転売するも

のもいた｡）それらの買手には４カ月の信用が与えられた。具体的には，「２
１６０

ヵ月の信用，２ヵ月手形での支払」という条件，これに|ｴかならない。この

時期同商会の原料仕入のさいの受信期間は，さきに再確認したとおり４ヵ月

であったから，それと同じ授信期間をもって商業信用が連鎖的に形成された

わけである。

その点では，しかし，つぎの事実つまりマッコンネル・ケネディ商会は買
蜘

手が送り状を受(ﾅ取った日をもって取弓|日として取り扱っていたという事実

を看過してはならない。そこには信用論的につぎのような意味があるからで

ある。すなわち，同商会はそうした取扱をすることによって与信期間を受信

期間よりも短縮化しうる，これである。現品がマンチェスターからグラスゴ
㈱

－に届くのにかなりの時日を要し，そこには送り状のほうがさきに届いたか

らである。実際の信用期間は４ヵ月よりもそれだけ短くなるのであった。他

方の買手にとってはそれだけ厳しい条件となる。いうまでもない。そして，

関連的にもうひとつ，買手の振り出す手形は，ロンドンの名の通った商会宛
脚

でなければならないものとされていたこと，これもつけ加えておく必要があ

ろう。なお，マッコンネル・ケネディ商会は上述したように創業当初段階で

は紡績機も製造して販売していたが，その支払条件も同じく「２ヵ月の信用，
nm

２カ月手形での支払」であったと，Ｃ､Ｈ・リーは推定している。

さて，如上の直接販売の方法に加え，マッコンネル・ケネディ商会は1795

年からは手数料制で委託販売に当る代理人を２，３人グラスゴーに配置する

ようになる。この委託販売制度の買手には６ヵ月の商業信用，つまり取引日
（、

の３カ月のちに３カ月の手形での支払とし､う支払条件を認めた。手形はもち
伽

ろんこの場合にもロンドン宛でなければならなかったが，しかしこのさい重

要なのは，それよりもつぎの点に留意することであろう。すなわち，同商会
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にとって与信期間は受信期間よりも２ヵ月も長くなるということである。そ

の間の資本準備負担（→生産規模の制約）が必然化し，同商会にはそれを負荷

しなければならない。委託販売の方法がとり入れられたばかりの，それゆえ

その直接販売にたいする比重の低い段階で，その点強調しすぎてはならない

が，とにかく信用論的にはそのような意味を摘出しうる。そして，実際，そ

れなりに策は講じられていたのである。代理商が買手に与える信用には，代

理商に支払保証をつけさせたことを第iに挙げることができる。信用リスク

の代理商への転嫁にほかならない。同商会は代理商に５％の手数料を支払っ

たが，それは販売活動にたし､する報酬2.5％，信用保証料2.5％からなるもの

とされたので蝿。うぎに，1796年のことであるが,代理商との間に明確な

契約はなかつ剖二もかかわらず,代理商にたいし現金割引を認めている。－

段に，約定期限以内に支払を受けた場合に，買手に一定歩合の割引を与える

のが現金割引にほかならないが，この場合には代理商が取引日の３ヵ月のち

ではなく，その当日に３カ月手形を支払った（3カ月手形による即時払）のにた

いし､Ｍ％の割引をしているのであっ渚１６ヵ月という信用期間を許しつつ、

他方その短縮化つまり資本準備負担の軽減が果されるのである。この場合に

もまた負担は代理商に転嫁される。

１９世紀段階に歩を進めよう。マッコンネル・ケネディ商会はその製品の多

くを依然直接販売していたものの，代理商を利用する方法をより重用するよ

うになってくる。代理商の数がふやされる。1807年に同商会はグラスゴーと

ペイズリーに７，８人の代理商を擁している。いうまでもなく，同商会の経

営規模の拡大に伴うことであり，もうひとつには（資本準備負担の代理商への転

嫁を体現する）現金割引制度が代理商との間で正式に合意されるようになった

からである。ここでは後者について史実を示さなければならない。すなわち，

1807年までに代理商は，同商会によって，通常７カ月の信用を買手に与える

ことを許されていたが，取引のあったつぎの月はじめに支払をすれば，満期

日までの６カ月にたいし，同商会から５％の利子を受け取れることになって

いたのであ設与信期間が18世紀末段階の６カ月から７カ月へと長期化して

いる事実にまず気付く。しかし，すでにみたように棉花仕入にさいする受信

期間もこの時期には長期化していたのであった。同商会にとってそれらふた
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つの信用期間は対応的であったと考えてもよいであろう。ここでは，そうし

た条件のもとに現金割引制度が正式に採用されていることに注目すべきであ

る。授信期間を受信期間よりも事実上短縮化しようという，強い資本節約(→

経営規模の拡大）要求の姿勢をそこから看取できる。

マッコンネル・ケネディ商会の資本蓄積は高進する。そして，それを反映

して販売政策に根底的な変更が加えられる。1808年不況が契機であった。そ

の年海外綿布市場不況の影響を受けて，綿糸需要も停滞し，同商会の代理商

のもとに滞貨が生じた。打開されなければならない。マッコンネル・ケネデ
、、

ィ商会はまずグラスゴーでの代理商を１人に整理するとともに，手数料もそ

れまでの全額支払保証付きの５％から1/3の信用保証付きの3％に引き下げた。

（前述したように，代理商は買手に信用を与える場合，同商会にたいしその支払を保証し

なければならなかった｡）これはけっして無理なことではなかった。その代理商

はいまやマッコンネル・ケネディ製品を独占的に扱える立場を得たわけで，

それまでのような代理商相互間の過当競争から解放され(→慣用リスクの低減L
、、、

販売費用を低下させることができるようになるからである。そして，第２に，

信用期間が２，３カ月であるときでも，代理商は４，５カ月後に支払っても

よいという支払の方法を導入したのである。もちろん,利子は課され毅マ

ッコンネル・ケネディの資本蓄積はいまや代理商を育成（商業資本の蓄積を促

進)する方向で進めうるほどになる。「リヴアプール条件」ｒ(１０日の信用，３

ヵ月手形での支払)｣で原料のほとんどを仕入れるようになるのは，これから４

年あとのことであった。

そうして1820年代になると，マッコンネル・ケネディ商会はスコットラン

ド西部の高級綿布の製造業からミッドランドのノッティンガムのレース製造

業に取引の重点を移行させてくる。そこにはじめて１人の代理人が置かれた

のは1823年のことであるが，早くも20年代末には同商会にとってそこがもっ

とも重要な市場に発展してくるのであっ趣実際,’9世紀半ばまでにミッド

ランドの織物工業はその消費する綿糸のほとんどをランカシャーから供給さ

れるようにな誤

（注）

㈱それぞれの地方の綿工業について，その歴史を著述した文献をあげておく。ランカシ
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ヤー綿工業については，Chapman，ｏＰｈｃｊＺ；Daniels，QPbcjlL；Wadsworth＆Man､，

”ｃｉｆが重要である。スコットランド綿工業については，HenryHamilton，Ｔ７ｉＢ

ＩｉｍｄｓﾉｱitｺﾉＲ〃0伽加冗珈Scofllz"dlOxford，1932,chap.ＶＩ；ｄ０．，Ａ〃α0加沈jbHKs．

ｍ〃ｑ/Ｓｍ池"。i椰蠅Ｅ閲gjllUe'2肋α"'2ｲﾌﾌｲOxford，1963,Chaps．Ｖ、ＶIのほか，

北政己「スコットランド綿工業成立史」ｒ創価経済鎗集」（創価大学）第９巻第１号，

1979年，また，ミッドランドの綿工業については，ノッティンガムのレース製造業にか

んする，ＲｏｙＡ，ChUmh，Ebo"o柳允α"ＪＳｏｃ血ノＣｊｂ”39Ｆ８〃αＭ釦α"‘Tbzwo，

リノibね極〃ハMYiQgjm”Z8Z5-mDqLondon,1966,chaps．、,Ⅳ，アイルランド綿エ業

については，ＥｄｗａｒｄＲ・RicheyGreeni刀ieZ4Zgm2Viz"ＺｊＩＩ８りり一切ｆＡＬｏｍノ

ＨＨｓｍがｑ／ｆｈｅ〃db4sl減JノReD0耽吻"，London，1949,chap､４；DavidDickson，

“ＡｓｐｅｃｔｓｏｆｔｈｅＲｉｓｅａｎｄＤｅｃｌｉｎｅｏｆｔｈelrishCottonlndustry，'，CmZPuz”灯り２

Ａ…c内ｑ／α0雌ｈａ１ｏｄｂ古〃α0"o》,ｌｉｂα”ＳＤＣ池ノＨＨｓｍｍｍひO－ＺｇＷｌ（ed・ｂｙ

Ｌ.Ｍ，Ｃｕｌ１ｅｎ＆Ｔ,Ｃ、Ｓｍout,）Edinburgh，1977,ｐｔ.、’７などがある。

61）Edwards，”・cjk，ｐｐ､129-130,132-133；ｃｆＣ．Ｈ、Lee，ＡＣｍｌｍｚ勘ﾉｾﾞﾌ１，減s垣，

１７回５－Z望ofAHHsmがｑ／Ｍα”e／＆Ｋを"糎心ＦＹ)Ｚｅａ吻加SPi》7池?sbManc‐

hester，1972,chaps、３，５．

６２）Daniels，わcbcif，ｐｐ,175-179,182；RolandSmith，“ManchesterasaCen・

trefoTtheManufactureandMerchantingofCottonGoods，1820-30,',Hisﾉー

０ｱiazノノbzumzzJ,ｖｏＬｗ，ｎｏ,1,1953Ⅲｐｐ､50-51,52ａｎｄetc.；Lee，ＱＰｃｊＸ，ｐｐ､１１

－２２，２５；ｄｏ.，“MarketingOrganisationandPolicyｉｎｔｈｅＣｏｔｔｏｎＴｒａｄｅ：Ｍ，

Ｃｏｍｅｌ＆KennedyofManchester，1795-1835''，Bbfsi)zBssHHMm〕ｌｖｏＬＸ，1968,

ｐｐ、８９－９０．

脚実際，ミュール紡績機の製作にはわずかの出費しか必要とせず，それゆえミュール紡

織業者のなかには，１台のミュールから始発しながら，それに改良を施し，ついには経

営拡大に成功するものが続出したといわれている。（Daniels，”蝿，ｐ､122；中川，前

掲轡，28-29ページ｡）

1N）cfEdwards，”ｃ肱，ｐｐ30-31.

脚そして，この商会--1826年には，ケネディの引退に伴って，その名称はマッコンネ

ル商会に変更される－はさらにそののちもメンバー（パートナー）を換えつつ成長を

続け，1865年になって株式会社形態をとるにいたる.しかし，1899年に成立した大トラ

スト「細糸紡絞撚糸業者迎合」(FineSpmnersandDoublersAssociaton）に参加し，

その歴史を終る。（中川，前掲脅，157ページ注(3)｡）

㈹Daniels，〃c・cjlL，ｐ183．

i6njD翅

鯛必賦

㈱必越,ｐ､１８７；Lee,”・cilL,ｐ､５６．

(mILee，opLcjlL，ｐ20．

(71）Daniels’ん。ｃｊｌＬ，ｐ､183.
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伽Lee，｡，､蝉,ｐ､32．

W3IDaniels，ノbcbcjZ，ｐ､１８３；Ｃｆ.’おe，｡，.ｃ雄，ｐ､25．

i0DanieIs’んcLcjf，ｐ､183．

(７１匹e，叩cjX，ｐｐ､25,32．

(7mDaniels’んc・cjlL,ｐ､１８４；ｃｆＬｅｅ，”・虚,ｐ､２６．

(W）Daniels，ｂｃ、ciX，ｐｐ､184-185；陸e’０P､cilL,ｐｐ､２９－３０

㈹ｃｆＬｅｅ,叩述，ｐｐ､81-86．

㈹StanleyD,Chapman,“TheTransitiontotheFをlctorySystemintheMid】an・

dsCotton-Spiminglndustry',，Ebo"ｏ加ｊｂＨＨｓｍがＲ膠唯吻vol，XVIⅡ，、０．３，１９６５，

ｐ，５４２．

、綿布取引と商業信用

一ロンドンおよびマンチェスター綿布市場について－

ランカシャーでキャラコの製造が始まったのが1772年，モスリン製造の導

入は'781年のことであｵ$ｾﾞ,1780年代における紡績業の急成長(→綿糸価格の
６０

低下)につれて，それらの産出量も著しく増ｶﾛする。国内（および海外）需要

の増大に伴われてのことであ誤素材的にもイギリス国民の衣服に大きい変
化が生じる。階級のいかんを問わず，リンネルやウールに代ってコットンが

愛用されるようになってくるのであ讃しかし,需要の増加という点では，
大衆需要のそれが本体でなければならない。なによりも生産性上昇に基づく

安価さが,大衆需要を喚起したのであｵ:そして,大衆向け綿布生産の中心
地は既述のようにマンチェスターであった。その発展に伴ない，そこには綿

布市場が成長してくる。

本節の目的は産業革命期の綿布市場に信用論的解明を加えることであった

から，すなわち，以下ではもっぱらマンチェスター市場を対象に据えればよ

いということになろう。しかし，産業革命期（とくにその前半期）の綿布市場

論としては，ロンドン市場を等閑視することはできない。ロンドンは18世紀

も末期にいたるまでその近郊に織布業の仕上げ工程(漂白。染色・艶出しなど）

を集中的に配し，綿布の国内へのもっとも重要な卸売市場をなしていたから

である。すなわち，１８世紀のロンドンは同時にファッションの中心地でもあ

り，最大の小売市場を形成していた。そして，検討対象の時期である80年代

－６６－



産業革命期イギリス綿工業における商業信用の展開（宮田）

末ともなると，ロンドンのあらゆる街角には「こぎれいな小売店」がみられ

るようにな鰯欝,生産地から集荷したロンドン卸売商は，そのような小売商

に卸すとともに，全国のあらゆる地方の卸売商や小売商と取引していたので

あ窺そこで,本節では，まず'8世紀末ロンドン卸売商の綿布取引活動を考

察の対象にし，そののちマンチェスター市場の究明に移る。

さて，問題のロンドン卸売商とは，ロンドンのwarehousingmerchani§
いわゆるwarehousemenであっ蝋warehouseとはこの場合,地方の生産

者（や輸入者）から製品を仕入れ，そしてそれを仕上げ業者に発送して仕上

げさせ，そののちロンドンの小売商や地方の卸売商・小売商に売り出すとい

った，要するにそこで卸の問屋活動のすべてが行われる－ただし，小売商

いの行われる場合もあった－施設（建物）の全体を指す。すなわち，ロンド

ン卸売商はその所有するwarehouseで綿布の卸売活動をするのである。

それでは，それらロンドン卸売商たるwarehousemenはどのような支払条

件を認めていたのか。1833年の議会特別委員会での証言（ThomasJames）

によると，それは通常６カ月から９カ月，ときには１２カ月の信用を与

えるというものであった。（証曾当時には，それは3～４カ月に短縮してい叙)じ

つに寛大な信用条件といわなければならない。なぜなら，warehousemenは

仕入先の織布業者からは仕入高の4／5にたいしては１カ月以内に支払うこと

を望まれてい錫､らである。与信期間よりも受信期間がはるかに短い｡すな
わち，warehousemenは小売商に商業信用を与え，他方それよりも著しく短

期ではあったが，織布業者から商業信用を受けていたのである。

しかし，１８世紀末ロンドン卸売商を介する綿布取引における支払制度につ

いては，以上の考察だけではすまない。というのは，Ｇ・アンウィンは，「か

れら〔1780年代に繊布業者のオールドノウ(SamuelOIdknow）と取引のあったwareho・

usemenのソルト商会(Ｓ＆WSalte)〕は製造業者と小売商の両方に信用を供与

する用意がなければならなかった」と述べてい遇）圏らである。warehousem-

enが販売先の小売商に信用を与えるという，そこにおけるアンウインの指摘

は，前段で行なったわれわれの分析のとおりで，問題はない。ところが，ア

ンウィンは同時に，仕入先の製造業者にもwarehousemenは信用を供与した

と言っているのである。その点どのように解すべか，ここで検討を加えてお
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〈必要があるわけである。つぎのような仮説をたてることができるであろう。

アンウインが，warehousemenは仕入先の織布業者に信用を授けた，と言

う場合の信用とは，商業信用であるはずはなく，したがって引受信用のこと

なのではないか，と。つまり，織布業者とwarehousemenの間では，買手で

あるwarehousemenではなしに，売手の織布業者が手形を振り出し，それを

warehousemenが引き受けるという支払形式がとられ，そのことが引受人の

warehousemenの立場から（引受)信用の授与といわれたものであろう。し

かし，そうであるとしても，まだひとつ問題は残る。warehousemenが買手

としても（商業)信用の受け手となることがなく，一般に信用の与え手とし

て規定されるには，それなりに現実的な根拠がなければならないであろうか

らである。その根拠が明白にされる必要がある。warehousemenの資本形成

の大きさ，これがすなわちその根拠であろうと思われる。アンウィンは，ｗａ‐

rehousemenの大規模なものは30,000ポンドから50,000ポンドの資本を擁し，

第１級の製造業者のそれに匹敵していた，と言ってい誤実際,そのような

豊富な資本蓄積なしには，warehousemenが受信期間よりも格段に長期の商

業信用を供与するなど，不可能なことであったであろう。

したがって，１８世紀末ロンドン卸売商の綿布取引にかかわる支払制度につ

いては，つぎのようにまとめることができよう。かれらを中心に一方に投信

者の織布業者，他方に受信者の小売商を配して，商業信用の連鎖が形成され

る（そして，そうした慣用の連鎖は，当面する18世紀末に限られず，１９世紀30年代でも同

様に指摘でき:}が,しかしそのような信用の連鎖も，その仲間に位置する卸
売商の資本蓄積に受け止められてはじめて可能なのであった，と。論述を進め

よう。うえに析出したwarehousemenの役割を，織布業資本の再生産論的な

視点から歴史的に意義づけるのが課題である。

それを試みるには，売手として１ヵ月以内の信用を与えていた織布業者が，

他方での買手として，原料の綿糸を仕入れるさいに受ける信用の期間を知る

必要がある。しかし，その点資料的に不明で，前節で検出したつぎの事実を

引合に出すことで満足しなければならない。１８世紀90年代マンチェスターの

紡緬業者マッコンネル・ケネディ商会の，スコットランドの織布業者にたい

する授信の期間は，４カ月（直接販売の場合）ないし６カ月（委能販売の場合）で

－６８－



産業革命期イギリス綿工業における商業信用の展開（宮田）

あったこと，これである。一方の１ヵ月以内にたし､し，他方は４～６ヵ月と

いうことになる。もちろん，後者の事実はグラスゴー市場の，しかも細糸取

引の場合のことであり，それをもって織布業者の受信期間として一般化でき

るわけのものではない。しかし，そうであるからといって，うえのような２

つの期間の長さの比較は無意味なものとはならないであろう。そこからは，

少なくともつぎのような推論ができるし，またそれこそここで求められてい

ることだからである。織布業者にとって授信期間，受信期間それぞれの長さ

にはなにがしか開きがあり，前者は後者よりも短かったということである。

そして，授信期間が受信期間より短いということは，織布業者にとってそれだ

け前貸投下資本が遊離し，生産の拡大が可能になることを意味する。ロンドン卸

売商たるwarehousemenの資本準備負担において，それは果されるのである。

かれらの形成する商業信用の連鎖，あるいはその資本蓄禎が織布業資本の形

成にたいして歴史的に積極的な意義をもっていたことがわかる。産業革命中

期においてもなお，織布業者は紡績業者の場合よりも強く商業資本に依存し

つつ資本蓄菰を進めなければならないのであった。周知のように，産業革命

期イギリス綿工業における紡績業部門と織布業部門とでは，技術革新(生産力

の上昇）の進展という点で段差があり，前者はそれを飛曜的に増進させたの

にたいし，後者ではそれは相対的に遅れていｆ３：，そのようなちがいが一般

に資本蓄穂面でも指摘できるということであろう。

ところで，１８世紀後期に綿布がロンドン卸売市場に供給されるルートとし

ては，如上のロンドン卸売商ルートが重要なものではあったが，しかしそれ

だけではなかった。販売委託の形態で供給される場合もあっ漕弥らである。

warehousemenルートの場合，卸売市場に供給される綿布は，織布業者から

直接買入れられていた。warehousemenと織布業者の間には，売買関係（→

商業信用）が形成されたのである。しかし，この第２のルートの場合には，

織布業者（販売委託者）と販売代理人の間に売買関係（→商業信用）が成立する

ことはありえないであろう。いうまでもないことであるが，その点確認のう

え，この場合の支払制度に以下視線を当てよう。

まず，織布業者とロンドン代理人との間が問題である。織布業者は委託荷

を送ると，代理人宛に為替手形を振り出し，もって｢支払」をうけ趨第，
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節で述べたような，「委託荷見返前貸」手形の振出・利用にほかならない。

代理人からすれば，引受信用供与の形で委託荷代り金を「前貸」したのであ

る。力､のミュール紡績機の発明者クロンプトンの場合でいえば，かれがロン

ドン代理人から受けていたその「前貸」額は，委託荷の市場性のいかんによ

って,最高その販売見込価格の2/3まで,股低その1/3までであ-｝蝋ロンド
ン代理人はとにかくそのようにして委託荷にたいし「支払」をする。そうし

て他方の買手の小売商には，先述のwarehousemenルートの場合と同じ信用

条件(通常6カ月から9カ月,ときに12カ月の慣用)を認めるのであ誤ロンドン
代理人と小売商の間にも，信用が形成されるわけである。

そして，それはたしかに商業信用なのであるが，この場合のそうした範崎

把握にはしかし，相応の考察が不可欠である。というのは，代理人が信

用で売るといっても，代理人はあくまでも代理人であり，ただちに文字

どおりの売手（→商業信用の授与者）として位證づけることができるもの

ではない以上，その信用は商業信用とは即断しがたいからである。注視しよう。

本来的に織布業者と小売商の間に形成されるべき－委託販売制度であるか

ぎり，本来の売手は委託者の織布業者である－商業信用が，前者の資本蓄

柧の低位性に規定されて，そのようなものとしてはストレートには成立して

いないだけで，商業信用と範嶬設定されるべきであることがわかる。すなわ

ち，織布業者としては，小売商の要求するような長期の信用では売ることが

できず（←資本準徽負担），しかし信用で売らなければならないかぎりでは，

中間に販売代理人を介在させ（→委駈販売制度の利用)，授信者に仕立て上げる
nm）

必要がある。信用授与に伴う資本準備負担を代理人に転嫁することカゼできる

からである。「委託荷見返前貸」手形の振出によって，それは果される。代

理人の側から換言しよう。その織布業者への引受信用の供与は，代理人が織

布業者に代って商業信用の授与者の地位につく行為にほかならない，こうである。

ここでロンドンからマンチェスターに視野を移し，そこにおける綿布取引

に焦点を当てることにしよう。

１８世紀はじめﾗﾝｶｼｬｰの鰄淵:,Mancheste｢menとよば(乳卸売の
行商人(packmanmerchants，travellingmerchants）によって，そこから

直接（つまり，ロンドンを介さずに）各地の小売商に卸されていた。ランカシャ
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－の各地の市で織布業者から直接仕入れた商人~そのなかには同時に織布

業者であるものもいた－が,夏の間全国を売り歩いたのであ製それら卸
売商は一般に行商人(chapmen)にはちがいなかったが，しかし，そのような

ものとしては，ｈａｗｋersとかpedlarsから区別される，富裕なwholesale

dealersであつ'魁。「かれらの荷を讃んだ駄馬の群れ,かれらが小売商に与
える多額の信用，およびかれらの莫大な売上高は，同時代人には印象的であ

０O別

った」と，Ａ､Ｐ・ワズワースlま評している。

しかし，綿布の卸売行商の制度にもやがて改変が生じる。卸売行商という

商行為においては，商品の運送は明らかに商人の販売活動の一部を構成して

いるが，しかしそれらの分業化が次第に進展してくるからである。１８世紀に

入るにつれて固有の企業活動の領域として自己確立しつつあった運送業も，

駅馬車制度を発達させてく製それと同時にまた,地方相互間の郵便制度の
拡大も進むのであっ鰹卸売商としては,商品を伴って全国を巡回する必要
はなくなる。商品それ自体ではなく，その見本を携えて各地の小売商(商店主，

小売行商人）を訪ね，注文を取り集めればよいようになるからである。受注

に基づいて，品物はのちに運送業者を通じて送り届けられるであろう。

そうした受注活動の活発化が卸売行商の制度の衰退を招く。1730年ぐらい

を画期とする。そのころから，受注のために全国を巡り歩く，riders､outと
00帥

よlまれる人たちが目立ってくるからである。織布業者がみずから卸売活動を

する場合に（つまり，merchantmanufacturesが)得意先回りとして雇用した人

たちにほかならをFIL織布業者としては,その利用が進むにつれて地元の定期
市(→Manchestermen)への依存度も減るわけで，riders-outは「すべての

市を滅ぼした」といわれることになる.1771年のことであ製もっとも，そ
のころまでがriders-out活動の最盛期であった。

しかし，行商による卸売の制度そのものは1780年代にも依然重要で，その

ころには，ｈａｗｋersやpedlarsという呼び名が妥当する，小規模な行商人me

ttychapmen層)によってそれは担われている。信用で仕入れ，信用で全国を

売り歩いたのである。さらに卸売行商人としては，chapmenとだけ取引し，

信用売していた,Scotchmenとよばれる富裕な商人の一団も存在してし熟。
さて，riders-outの活躍が耳目を引いたのは，1770年代に入るころまでで
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あった。視点をそこに戻す。riders-out制度の衰退と表裏の関係において，

マンチェスターにおける綿布取引にまた新しい制度が展開してくる。７０年代

になると，そこには綿布を求めて，（国内外の）買手が訪れるようになるから

である。それまでは，以上でみたように，売手の卸売商なり織布業者(merc

hant-manufacturers）なりが，買手を探し求めるという方向での卸売であっ

たが，それがいまや逆になる。マンチェスターにおける綿布取引にも，ｗａ‐

rehouse制度が導入されなければなら淫い｡織布業者がwarehouseを所有
したり，賃借したりし,そこを卸売取引の場とするようになるので''111:。そ

、、

して，そのwarehouse制度の成長につれて，まずつぎのような変化が生じ

る。riders-outの制度も1790年ごろには消滅し，代理人制度に取って代わられ

るＩＷ１特定地域にファクターを配し,受信活動の拠点とされだすのである。

しかも，そのころには，（1760年代以降ロンドンからマンチェスターへの移転･集
015）

中が始まっていた）綿布の仕上げ業がマンチェスターに確立し（リヴァプーノレが

原綿市場としての首位の座をロンドンから奪った時期と照応的に)，世紀の転換期あた

りまでに，マンチェスターの綿布市場としての地位はロンドンを凌ぐにいた

：１.取引量が増大するのである。ﾏﾝﾁｪｽﾀｰにおける綿布卸売業の資本
としての自立化，つまり，織布業と卸売業との機能分化(→merchant-manufa‐

（115）

cturers層の消滅）も可能になってくる。warehouse糊1度の発展に伴う，第２

ゐ，しかしより本質的な変化にほかならない。専門の卸売商が生まれてくる

ので激lAoManchestermerchantsとよばれた綿布卸売商のこ｣坐,1815年
以降その出現も本格化繩。そして,見本をもって各地を巡回する代理人の
制度も，かれらManchestermerchantsのもとで発展し，1825年のある論

者をして「いまもっとも普遍的な国内商人のやり方」といわしめるほどにな

製実際,前述のScotchmenさえも19世紀には卸売商としては独立性を失
い，Manchestermerchantsの代理人として機能するようになっていたので

勢る゜

１８世紀末から19世紀はじめマンチェスター織布業の発展は，上述のとおり，

1815年を画期として，その卸売業を資本的に自立させた。しかし，そうし

た新しい展開も最終消費市場制度の発展に伴われなければならなかったであ

ろう。段後の論点としよう。小売店制度の発展についてである。まず，ロンド

－７２－



産業革命期イギリス綿工業における商業慣用の展開（宮田）

ﾝについてであるが,これは先述し腱1.18世紀80年代にはその十分な発展が
みられた。そして，それは次第に地方にも普及する。すでに「1800年以前で

さえも，イングランド南部と中部地方の労働者はｒ最寄の町の小売店からか

れらの衣類のかなりの部分」を買っていた」ほどである。Manchesterme

rchantの代理人たる得意先回りが巡回したのは，そのような小売店だったの

で努裂

以上，マンチェスター綿布市場について，その18世紀初期から19世紀初期

までの組織的発展を透視した。そして，産業革命末期にはManchesterme

rchantsを中間において一方に織布業者，他方に小売商を配した経路で，綿

布が流通していたことを知ることができた。そこにはおそらく商業信用の連

鎖形成がみられたことであろう。マンチェスター綿布市場にたし､する信用論

的研究としては，まさにそこのところを析出するのが究極の目標をなす。し

かし，資料的に他日を期貫ざるをえない。

（注）

I8mDavidMacpherson1AjmＵＭｓｑ／ＣＤ沈耀“Ｍｚ"c《/bclW麹FMSﾉhe'１通sWz"‘ハルTﾋﾞﾉｵgZJ、

腕"，vol、１V，London，1805,ｐ８０．ただし，エリソンによれば，キャラコの製造開

始は1773年である．囮llison,叩魂,ｐ､２２.）

(81）1786年に38シリングで売られていた１００番手の糸の価格は，1790年には30シリング，

1794年には15シリング１ペンスというように下落している。（Baines,”.ｃ肱，ｐ，357.）

剛1780年代における綿製品生産高急増の実際は，Ｐ・デイーンーＷＡ､コールに拠って，

本稿圖頭部分で示した。そのデイーンーコールは，海外市場は綿工業の初期段階からそ

の製品の重要部分を吸収していたとし，この場合にも海外需要の増大を重視する見地

に立つ。のeane＆Cole，”､ｃｊｌＬ,ｐ､188.）しかし，エドワーズによると，1770年代か

ら90年代までは海外市場よりも国内市場のほうが比較的重要なのであった。（Edwards，

”cjlhp､２７.）

卿MacpheIson，”ciiL,1Ｖ,ｐ80．

I80Baines，”ｃ砿，ｐｐ､357-358；Edwards，”.ｃ戯,ｐｐ３１－３２・

卿Ｍα"cﾙCSU"ノMeD1cuｲ郷Ｍａｙ6,1788,quotedin,GeorgeUnwin，Stzloo2uBJOl`陶打o〃

α"α雌Ａ液"打１２ﾉｉｊｆｆｈｅｌ)zdiusﾉｧﾌﾟﾋzノReDo励吻加ﾛﾒSUDcApD対ｃｚＤｏｄＭ〃ゅ厄Manche‐

ster，1924,ｐ,５７．

㈱ロンドン卸売商の地方への配給活動について－首しておく。かれらはみずから行商に

出掛けるだけでなく，得意先回りを恩って定期的に地方を巡回させたり，さらに，遅く

とも1780年代までのことであるが，地方代理人を設置したりしていた。（Edwards，”

－７３－
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ｃif,ｐｐ､160,161,）

ImUnwin，０PLC肱，ｐ､５６．

I8IIEdwards，０ｶ.ｃｊｌＬ，ｐ､157．

蜘励ﾌﾞU商〃｣qz城RZPB心Ｍ)ｏＷｆｅｓｑ/Ｅ､雄"ｃｅ６ｑ/b沌旋Ｓセルc#Ｃｂ沈腕"たｅｏ〃Ｍｚ"z`/b‐

ｍｕ７程S,の椛涯“amSlljnpi噂ｖｏＬＩＸ,Ｍａｙ1833,ｐ､８４．

０QjbjULp､87.

01）Unwin，”鰍，ｐ､５６．

鋤jbjtj【，ｐ５７．

卿前田，前掲穂（中），参照。

００紡繊業部門では19世紀はじめには工場制度が普及する。それにたいし，織布業部門の

機械化はカートライト(EdmundCartwright）の力織機（1785年）に始まるとはいえ，

実用的にはホロックス(HHorrocks）の力織機(1803年）とその改良型（1805年，１８１３

年）をもって噛失とする。そして，1825-40年の間に，工場制度のもとに紡・織両業を

一貫（結合）経営する形で，力織機は急速に普及する。〔Baines，”cjZ,ｃｈａｐＸＩ；

Chapman(S､Ｊ､)，地域，ｐ､２９；Mantoux，”・ｃｉｌＬ，ｐｐ､240-244（邦訳，３２３－

327ページ）；ＡＪ・Taylor，“ConcentrationandSpecializationintheLancashire

Cottonlndustry，1825-1850''，αo"o》,CjbHHsわがＲｅ雄軌２ndser.，vol・Ｉ，ｎＣＳ、

２＆３，１９４９ｉデイーン，前掲訳轡，106-107ページ；中川，前掲番，第１章第４節｡〕

l951Edwards，｡，.“,ｐｐ､155,161．

鯛cfjbjhf,ｐｐ､154-155．

ODiDjd，ｐ､228．

鯛委託荷が見込価格どおりに売れたならば，それから「前貸」額を差し引いた額が，委

託者に引き渡されるべきである。しかし，クロンプトンがそのような受取をしたかどう

か，エドワーズは明らかにしていない。

ここでその点に関心を向けるのは，主要に輸出取引の場合についてではあるが，チャ

ップマン(ＳＪ.)によってつぎのようなことがいわれていたからである。すなわち，「委

託荷見返前貸」制度における「前貸」額は，販売見込価格のだいたい1／３，そしてた

とえその荷が見込どおりの価格で販売できたとしても，それ以外に受払が行われること

はほとんどなく，それどころか，見込以下の価格でしか売れなかったと偽り，委託者か

ら「前貸」額の一部返還を求める代理人もいたのである(Chapman，Ｓ､Ｊ，０，.Cir.,ｐ

136.）と。もっとも，ＪＡ・クラパムは，問題の「前貸」額は委託荷販売見込価格の2/３

ないし3/4であったといっている001ｍＡ,Clapham，Ａ〃Ｅ、"o”たHHSわびｑ／jMo．

αセリｗａｉｌｈｚ”雌國γｌｙＲＵｚ欺岻ｙＡｇＦｂＺ８２Ｄ－Ｚ８５Ｕｌ２ｎｄｅｄ,Cambridge,1930,忠p、

1967,ｐ､258.）こと，付記しておく必要があろう。

そして，われわれとしてはつぎのように理解しておくことにする。産業革命期におけ

る一般に委託販売制度（販売代理人）による委舵者（生産者）の収奪は，国内市場では
、、

なく海外市場においてよI)特徴的なことではなかったか，と。輸出Iノスクは（国民的統

一的に形成されつつあった）国内市場における販売リスクよりもはるかに大きく，それ
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だけに，海外取引においては，商業資本が前期性的に跳梁しうる余地・基盤は，まだ大

きく残されていたであろう。

G9IEdwards，ＱＰｈｃｊｆ１ｐ､228．

(100）代理販売業務には十分な資本蓄積が前提されなければならなかった。（Edwards，

opbcjiL,ｐ155.）

(101）正確には，この時期のランカシャー製品は純綿布ではなく，綿と麻の混織であった。

前述のように，イギリスで純綿布製造が可能になるのは，１８世紀も70年代のことであっ

た。

(102）Westerfield，０，.cjlL，ｐｐ､313-314．

(103）それらManchestermenの取り扱った商品は，ランカシャー製品だけではなかっ

た。ヨークシャーの毛織物もそこの公開市場で仕入れて，全国に卸売りして回ったし，

（Westerfield，”・ciK，ｐｐ､313-314,)さらにその途中で羊毛を仕入れ，それをマンチェ

スターで桟毛糸の製造業者に，またロッチデイル,サドルワースおよびヨークシャー(ウ

ェスト・ライデイング）の織元に卸してもいたのである。OohnAikin，ＡＤＢｓＣ７幼如〃

ｑ／ｆｈｅＣｂ〃”加加Ｔ７ｂｉのわＦＷｆｙ沈j形ｓ”"”Ｍ２”Ｉ吃sUな〃London,1795,rep・

NewYork，1968,ｐｐ、183-184．

(10ｲ）Daniels.，叩ｃ肱）ｐ､６１；Ｅ・Lipson，ｍｅＥｍｍ滅允HXsIpryq/Ｅ)qglh"dWol・

ＩＩ０５ｔｈｅｄ，London，1948,ｐ､90．

(】05）Wadsworth＆Ｍａｍ，”cjlL，ｐ､238．

(､6）Westerfield，OPLcjIL,ｐｐ,283-284,363-364．

(107）坊越，pp365-366．

(108）Aikin，妙cjlL，ｐ184．

(109）Edwards，｡’し鰍,ｐ165．

(110）Wadsworth＆Man､，”・cjlL,ｐ２３９

(111）Daniels，”.cjUL,ｐｐ､63,64-65．

(112）Edwards，QPLc仏，ｐｐ､172-173．

(113）マンチェスターのwarehouseのすべてがランカシャーの卸売商や織布業者(ｍｅｍｈ・

antmanufacturers）によって経営されたわけではない。ロンドン，ブリストルやスコ

ットランドの卸売商，さらには外国商人の代理人もそれを綱え始めるのである｡(Edwa

rds，｡，.ｃ肱,ｐｐ､174-175.）また，チヤップマン(S､、)によると，1790年代にはミッド

ランドとウェスト・ライティングの紡綱業者もマンチェスターにwarehouseを維持し

ていた。（S､nChapman，、Ｃａ伽犯吻diusfがｉ〃蛎雌｡b&st11hzノＲｅ”〃吻沁Lon・

ｄｏ､，1972,ｐ､４８.）

(】Ⅱ）Edwards，妙CIR,ｐ､171．

(115）Wadsworth＆Man､,｡P・cjZ，ｐ､250．

(116）Edwards，”cilL,ｐｐ、175,175-181．

(117）Wadsworth＆Mann，ｍｃｉＺ,ｐ､250．

(118）Smith，ｌｂＧｃｉｆ，ｐ､63.
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(Ⅱ9）ここでManchestermerhantsの本格的出現が1815年以降とされたのは，1815年を

境にマンチェスターにおけるwarehouse制度が目を瞳る発展を遂げたといわれている

（Smith，ｂｃ､戯,ｐ､６３；Edwards,ＱＡｃｊｌＬ，ｐ､173.）からである。

(120）Clapham，叩硴,Ｐ221．

(121）jbjtZ

(122）天川欄二郎「18世紀のイギリスにおける国内商業取引の近代化」「社会経済史大系

Ⅵ』（増田四郎・小松芳喬・商村象平・矢口孝次郎縄）弘文堂，1960年，113-115ペー

ジも，合わせて参照。

(123)Clapham，”邸，ｐ､224．

(12↓)すなわち，われわれは，産業革命期には小売商業にも顕著な変化が生じたとする，ク

ラパムに代表される見解に立つ。上述のような卸売市場の概造的変化が明白であるかぎ

り，それが小売流通制度になんら反映されないとは考え難いからである。しかし,前田・

前掲穂（上）および柿本・前掲稿に教えられたことであるが，他方にはクラパム説を否

定し，小売商業上の変化は1850年以降とする所鰭もある（文献については，それら両稿

を参照）ので，注意を要する。この分野の研究の未開拓性が論争を生んでいる原因の１

つとされているが，両氏の研究によっても，クラパム税が正当であるように思われる。

実際，産業革命期には家計の消費綱造に革命的変化が生じたとする生活史的研究成果も

みられるのである。（cfNeilMcKendrick，“ＨｏｍｅＤｅｍａｎｄａｎｄＥｃｏｎｏｍｉｃＧｒｏｗ、

ｔｈ：ＡＮｅｗＶｉｅｗｏｆｔｈｅＲｏｌｅｏｆＷＯｍｅｎａｎｄＣｈＵdreninthelmdustrialRev・

olution"，HHSねｵﾌﾞ、ノＰとうSpecjih'BsJSUWdies励画99！iMl71hm《ｇｊｚｌ”‘SDC池ＩＤ'(edby

McKendrick)，London，1974.）

結實

産業革命期イギリス綿工業における流通過程を信用論的に照射し，資料的

な制約はあったものの，そこで形成・利用されていた商業信用の実態の解明

が以上試みられてきた。その末期についていえば，すなわちつぎのようなこ

とがわかった。

リヴァプール棉花市場における仲買人は，その輸入者と輸出者の間（英米

間棉花取引）に生じた引受信用を受け継いで，輸入者に引受信用を与えると

ともに棉花を受け取り，他方(マンチェスターの）紡織業者への販売の仲立をし

た(第１節)｡紡緬業者（マッコンネル・ケネディ商会)は（グラスゴーの)織布業者に

綿糸を信用売りし（第２節)，（マンチェスターの)織布業者は（ロンドンの)卸売

商に，そして卸売商は小売商（や地方の卸売商）に商業信用を与えていた(第３

－７６－



産業革命期イギリス綿工業における商業信用の展開（宮田）

節)。

つぎのような総括も誤りではないであろう。イギリス産業革命期の綿工業

はその社会的分業（再生産工程）の系列に沿って卸売流通の領域を造り上げる

が，そこでは商業信用の連鎖的形成がみられた，と。そして，そのさいに重

視されるべきなのは，その商業信用の連鎖は棉花の輸入者ではなく，棉花仲

買人に端を発しているということである（棉花仲買人の信用麓的必然性)｡そこか

らつぎのような含意が汲み取れる。棉花輸入者とその仲買人との間の取引一

一それは売買ではなく，その仲立依頼．引受の関係にすぎず，そこでは本質

的に商業信用は成立しない－は，範鴫的に，綿工業における国民的卸売流

通領域を形成しない，これである。それは，棉花輸出者とその輸入者との間

に成立する引受信用関係に規定された，範畷としては国際間取引に属す取引

にほかならない。しかし,この点さらに詳しく考察されなければならない。ともあれ，

産業革命期イギリスの銀行信用（銀行制度）＝手形割引市場の分析（宮田美智也

「近代的信用制度の成立一イギリスに関する研究一』有斐閣，1983年，第７章）は，

少くとも本稿および別稿「18世紀イギリスにおける毛織物取引と商業信用」

（本誌，本号）で明らかにされたような商業信用の実際を踏まえているべきで

あった。
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